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資　　料

特別管理産業廃棄物の有毒性等 � ��������������� Ｐ80

産業廃棄物の体積から重量への換算係数（参考値） � ���� Ｐ85

産業廃棄物の処理委託契約書等（例）

⑴ 様式１　産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書 � ��������� Ｐ86

⑵ 様式２　産業廃棄物処分委託基本契約書 � ������������ Ｐ88

⑶ 様式３　産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書 � ����� Ｐ91

⑷ 様式４　産業廃棄物処理委託基本契約書（記入式）� �������� Ｐ93

⑸ 廃棄物処理委託仕様書 � �������������������� Ｐ97

⑹ 廃棄物データシート（WDS）� ������������������ Ｐ98

※取扱い上の注意

　 ⑴　この標準契約書は、産業廃棄物処理委託契約を行う際に必要である委託契約書のひな型である。

　 ⑵　様式１～３の標準契約書中の条文に①、②、③と番号が付されている場合は、個々の契約の実状に照らして適切な

条文を選択して用いること。また、委託契約書には、選択した条文のみを記載し、それ以外を記載しないこと。

　 ⑶　実際の契約の条件によっては、様式１第３条第５項、様式２第３条第５項及び様式３第３条第５項を委託契約書に

載せなくても良い。

　 ⑷　様式２、３、４は、個別の最終処分の場所（所在地）、方法及び処理能力の情報を特定及び管理するために、最終処

分先に番号を記載すること。

　 ⑸　様式３を用いる場合及び様式４で契約区分３を選ぶ場合は、収集・運搬業務と処分業務を同一の産業廃棄物処理業

者に委託する場合にのみ用いること。

　 ⑹　様式４は、収集・運搬業務、処分業務、収集・運搬及び処分業務の３つの業務内容から、１つのみを選択した上で

用いること。

各種申請様式、報告様式は「青森県電子申請・届出システム申請書ダウンロード」からダウンロードできます。

（https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay）
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特別管理産業廃棄物の有毒性等

①　引火性廃油
　１）引火性廃油の油種

　　　廃油となる引火性油は主として洗浄に使われたガソリン、灯油、軽油と一部の有機溶剤である。 

　２）火災、爆発

　　�　引火性廃油は可燃性で蒸気圧が高く、比較的低温においても多量の油蒸気が発生するので、蒸気が漏れた

場合に、近くに着火源が存在すれば、火災、爆発等の重大な事故を誘発する。 

　３）健康被害

　　　廃有機溶剤の溶剤濃度は多くの場合５０％を超えている。有機溶剤には毒性の強いものが多い。 

　　　ア　蒸気を吸入したとき：�一般に短時間の興奮期を経て麻酔状態を起こす。作用のひどいものではめまい、

吐気を催し失神するようなこともある。 

　　　イ　皮膚に接触したとき：多くの有機溶剤は皮膚からも吸収され、吸入の場合と似た症状を起こす。 

　　　ウ　目 に 入 っ た と き：�一般的に粘膜を刺激する。程度が強くなるにつれ粘膜炎症から粘膜傷害までの

症状が出る。 

　　　エ　主な有機溶剤の管理濃度は次のとおりである。（平成１７年３月３１日付け基発第０３３１０１７号） 

　　　　　�アセトン５００ppm、二硫化炭素１ppm、キシレン５０ppm、メタノール２００ppm、酢酸エチル２００ppm、トル

エン２０ppm 

②　強酸・強アルカリ
　１）強酸性薬品

　　　ア　硫酸：接触すると重度の薬傷を起こし、目に入れば失明する。 

　　　イ　塩酸：�皮膚、粘膜に付着すると炎症を起こす。硫酸と異なり、塩酸は容易にガス状又はミスト（霧状）

になるので吸引しないよう注意する。 

　２）強アルカリ性薬品

　　　ア　水酸化ナトリウム：�固形又は濃度の高い溶液に触れると急激に局所が腐食し、 潰瘍を形成する。目に

入ったときは特に危険である。 

　　　イ　次亜塩素酸ナトリウム：皮膚に付着すると水酸化ナトリウムと同じ症状を引き起こす。 

③　感染性産業廃棄物
　�　血液等に含まれる病原体は、直接人の血液と接触すると、血液媒介感染する。汚染血液の輸血、汚染血液の

付着した針、ガラス片等を皮膚に刺した時に感染し、人の血液中で増殖し発病に至る。傷口のある指で感染性

廃棄物に触れると、傷口を通して感染する可能性もあり、傷口がない場合であっても、針、ガラス片等、鋭利

な汚染物があればそれが突き刺さる危険性が大きい。 
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④　特定有害産業廃棄物

物 質 名 危 険 性 ・ 有 毒 性

廃 石 綿

・�急性障害として、軽度の局部刺激や中程度の吸入障害もあるが、通常は長年にわたり石綿粉じんを吸
入することにより起こる慢性障害、すなわち石綿肺を引き起こす。
・�せき、たんなど気管支炎症状を伴い、褐色の連珠状の「石綿小体」を作るので、これがたんの中に見
つかれば石綿粉じんを吸入した証拠になる。なお、石綿肺には肺がんや胸膜の中皮腫を合併すること
がある。特にクロシドライトはこの傾向が強いといわれる。

水 銀

・�水銀蒸気を吸入すると、腹痛、咳、下痢、息切れ、嘔吐、発熱を起こすことがある。LD50：
0.019mg/L/４h以下（ラット）
・高濃度の水銀蒸気への暴露により、眼の充血や灼熱感、結膜炎を起こすことがある。
・皮膚からも吸収される可能性があり、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれがある。
・�長期にわたる、又は反復暴露により、臓器への障害（呼吸器系、心血管系、腎臓、肝臓、中枢神経
系）を起こすことがある。

無 機 水 銀 化 合 物

・無機水銀化合物の主な物質としては、塩化水銀（Ⅱ）がある。
・吸入すると、咳、咽頭痛、灼熱感、息切れを起こすことがある。
・�経口摂取すると、胃痙攣、腹痛、灼熱感、金属味、下痢、吐き気、咽頭痛、嘔吐、ショックまたは虚
脱を起こすことがある。LD50：25.9-77.7mgHg/kg、37mg/kg（ラット）

・�皮膚感作性がある。皮膚に接触すると、吸収される可能性があり、発赤、痛み、水疱、皮膚熱傷を起
こすことがある。
・眼に入ると、痛み、発赤、かすみ眼、重度の熱傷を起こすことがある。
・�単回暴露により、臓器の障害（腎臓、消化管、肝臓、心血管系、呼吸器、神経系）を起こすことがあ
る。
・�長期にわたる、または反復暴露により、臓器の障害（神経系、腎臓、呼吸器、心血管系、消化管）を
起こすことがある。

カ ド ミ ウ ム
又 は そ の 化 合 物

・人体に長期間にわたって取り込まれると、障害を生じさせることが知られている。
・�発がん性に関しては、実験動物によって多くの研究がなされ、ラットにカドミウムを含む空気を吸入
させたり、注射や口からカドミウムを投与した実験で、精巣、肺、前立腺、造血系などに腫瘍の発生
が報告されている。
・�口から長期間にわたってカドミウムを取り込むと、近位尿細管機能障害を主な症状とする腎機能障害
が生じることが知られている。

鉛又はその化合物

・�人間は、常時体内に鉛0.33mgを摂取しているが、一方、糞・尿中の排泄量もまた0.33mgで、そのバ
ランスが保たれている。しかし、鉛の摂取量が増すと、骨組織に沈着し、さらに血液中に遊離して毒
性を表す。
・�１日に0.5mg以上吸収すると、蓄積して毒性を表す。0.5mg吸収すると致命的である。
・�急性中毒の症状は、四肢の麻痺、疝痛が特徴で、顔面蒼白、嘔吐下痢、血便、頻脈、腎臓障害を起こ
し、１～２日で死に至る。
・慢性症状としては疲労、頭痛、四肢の感覚障害、けいれん、排尿障害などを起こす。

有 機 燐 化 合 物

・�有機燐剤の毒性は、化合物によって差があるが、特に毒性の強いものはTEPP、パラチオン、メチル
パラチオン、メチルジメトン、EPNなどである。
・�ミスト、粉末、液を吸入すると、吐き気、嘔吐、呼吸困難、けいれん、頻脈、めまい、昏睡から死に
至る。
・皮膚につくと、皮膚炎を起こすものがある。
・皮膚から吸収して、毒性を示すものがある。

ク ロ ム
又 は そ の 化 合 物

・クロム、三価クロム化合物を吸入すると、アレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれがある。
・クロムの単回暴露により、全身毒性のおそれ、呼吸器への刺激のおそれ（気道刺激性）がある。
・�六価クロム化合物の毒性として、溶液にさわったり、非常に細かい蒸気を吸い込むことによって、手
足、顔、などに発赤、発疹が起こり、炎症が生じることが知られている。
・�六価クロム化合物は鼻の粘膜や喉へも炎症が生じやすく、ひどくなると鼻中隔の内部の組織にまで炎
症が及ぶことがある。

砒 素
又 は そ の 化 合 物

・�人に対する砒素化合物の急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼
吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経障害が報告さ
れており、致死量は体重１kg当たり砒素として1.5～500mgと考えられている。
・�慢性の中毒症状としては、砒素に汚染された井戸水を飲んだことによって、皮膚の角質化や色素沈
着、末梢神経症、皮膚がん、末梢循環器不全などが報告されている。
・�砒素を含む農薬の製造者及び使用者、銅の精錬作業に従事した作業者に、主に三価の砒素による肺が
んが報告されている。
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物 質 名 危 険 性 ・ 有 毒 性

シアン化ナトリウム
シアン化カリウム

・�吸入すると、吐き気、めまい、嗜眠、咽頭痛、頭痛、錯乱、脱力感、息切れ、痙攣、意識喪失を起こ
すことがある。
・�経口摂取すると、灼熱感、吐き気、嘔吐、下痢等を起こすことがある。LD50：5.733mg/kg（ラット）
（シアン化ナトリウム）、2857μg/kg（ヒト）（シアン化カリウム）
・�皮膚に接触すると、軽度の皮膚刺激のほか、吸収される可能性があり、発赤、痛み等を起こすことがある。
LD50：14.602mg/kg（ウサギ）（シアン化ナトリウム）、22.3mg/kg（ウサギ）（シアン化カリウム）

・シアン化ナトリウムは、眼に入ると、強い眼刺激、充血、発赤、痛み、重度の熱傷等を起こすことがある。
・シアン化カリウムは、眼に入ると、充血、痛み等を起こすことがある。
・シアン化カリウムは、単回暴露により、臓器の障害のおそれ（中枢神経系）がある。
・�シアン化ナトリウムは、長期にわたる、又は反復暴露により、臓器の障害（中枢神経系、精巣、腎臓、
副腎、脾臓）を起こすことがある。
・�シアン化カリウムは、長期にわたる、又は反復暴露により、臓器の障害のおそれ（甲状腺、腎臓、肝臓、
脾臓、中枢神経系）がある。

ポリ塩化ビフェニル
（ＰＣＢ）

・�脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こ
すことが報告されている。
・�一般にＰＣＢによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹（塩素ニキビ）、
爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが報告されている。

トリクロロエチレン

・�蒸気を吸入すると、めまい、嗜眠、頭痛、脱力感、吐き気、意識喪失を起こすことがある。LC50：
4800-13000ppm/ ４h（ラット）
・�経口摂取すると、咽頭痛、不整脈、呼吸停止等を起こすことがある。LD50：5400-7200mg/kg（ラット）
・経皮　LD50：29000mg/kg（ウサギ）
・皮膚に接触すると、乾燥や発赤を起こすことがある。
・眼に入ると、強い刺激性、充血、痛みを起こすことがある。
・�単回暴露により、臓器の障害（中枢神経系）、呼吸器への刺激のおそれ（気道刺激性）、眠気又はめま
いのおそれ（麻酔作用）がある。
・長期にわたる、又は反復暴露により、中枢神経系、肝臓に影響を与えることがある。

テトラクロロエチレン

・�蒸気を吸入すると、咳、めまい、頭痛、嗜眠、吐き気、意識喪失を起こすことがある。LC50：5013-
7071ppm/４h（ラット）
・�経口摂取すると、咽頭痛、不整脈、呼吸停止等を起こすことがある。LD50：2400-13000mg/kg
（ラット）
・経皮　LD50：5000mg/kg（マウス）
・皮膚に接触すると、乾燥や発赤を起こすことがある。
・眼に入ると、充血、灼熱感、痛みを起こすことがある。
・�単回暴露により、臓器の障害（中枢神経系、呼吸器、肝臓）、眠気又はめまいのおそれ、（麻酔作
用）がある。
・�長期にわたる、又は反復暴露により、臓器の障害（神経系、肝臓、呼吸器）、臓器の障害のおそれ
（腎臓）がある。

ジ ク ロ ロ メ タ ン

・�吸入すると、めまい、嗜眠、吐き気、脱力感、意識喪失を起こすことがある。LC50：15000ppm
（ラット）
・経口摂取すると、腹痛等を起こすことがある。LD50：1530-2524mg/kg（ラット）
・皮膚に接触すると、吸収される可能性があり、皮膚の乾燥、発赤、灼熱感を起こすことがある。
・眼に入ると、痛み、充血を起こすことがある。
・�単回暴露により、臓器の障害（中枢神経系、呼吸器）、眠気又はめまいのおそれ（麻酔作用）があ
る。
・�長期にわたる、又は反復暴露により、中枢神経系、肝臓、生殖器（男性）に影響を与えることがあ
る。

四 塩 化 炭 素

・吸入すると、めまい、嗜眠、吐き気、嘔吐を起こすことがある。LC50：8000ppm/４h（ラット）
・経口摂取すると、腹痛、下痢を起こすことがある。LD50：2350-10200mg/kg（ラット）
・経皮　LD50：15000mg/kg（ウサギ）
・皮膚に接触すると、吸収される可能性があり、発赤、痛みを起こすことがある。
・眼に入ると、充血、痛みを起こすことがある。
・単回暴露により、臓器への障害（中枢神経系、肝臓、腎臓）を起こすことがある。
・�長期にわたる、又は反復暴露により、臓器への障害（肝臓、腎臓）、臓器への障害のおそれ（呼吸
器）がある。

1,2－ジクロロエタン

・�吸入すると、咽頭痛、吐き気、嘔吐、咳、頭痛、めまい、嗜眠、意識喪失を起こすことがある。
LC50：1000-1900ppm/ ４h（ラット）
・�経口摂取すると、咽頭痛、吐き気、嘔吐、咳、頭痛、めまい、嗜眠、意識喪失を起こすことがある。
LD50：670-967mg/kg（ラット）

・経皮　LD50：2800-4900mg/kg（ウサギ）
・皮膚に接触すると、吸収される可能性があり、発赤を起こすことがある。
・眼に入ると、充血、痛みを起こすことがある。
・�単回暴露により、臓器の障害（中枢神経系、呼吸器、心血管系、血液系、肝臓、腎臓、消化管）、眠気
又はめまいのおそれ（麻酔作用）がある。

・�長期にわたる、又は反復暴露により、臓器の障害（神経系、肝臓、心血管系、甲状腺）、臓器の障害の
おそれ（血液系、腎臓）がある。
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物 質 名 危 険 性 ・ 有 毒 性

1,1－ジクロロエチレン

・吸入すると、咳、めまい、嗜眠、意識喪失を起こすことがある。LC50：415-32000ppm/ ４h（ラット）
・経口摂取すると、腹痛等を起こすことがある。LD50：1500-2500mg/kg（ラット）
・眼に入ると、充血を起こすことがある。
・�単回暴露により、臓器の障害（神経系、呼吸器、肝臓、腎臓）、眠気又はめまいのおそれ（麻酔作用）
がある。

・�長期にわたる、又は反復暴露により、臓器の障害（血液、呼吸器、肝臓、腎臓、生殖器（男性））を起
こすことがある。

シス－1,2－ジクロロ�
エチレン

・�吸入すると、咳、咽頭痛、めまい、吐き気、嗜眠、脱力感、意識喪失、嘔吐を起こすことがある。
LC50：13700ppm/ ４h（ラット）
・経口摂取すると、腹痛等を起こすことがある。
・皮膚に接触すると、皮膚の乾燥を起こすことがある。
・眼に入ると、充血、痛みを起こすことがある。
・単回暴露により、眠気又はめまいのおそれ（麻酔作用）がある。

1,1,1‐トリクロロエタン

・�吸入すると、咳、咽頭痛、めまい、嗜眠、吐き気、協調不全、意識喪失を起こすことがある。LC50：
18400ppm/ ４h（ラット）

・�経口摂取すると、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢等を起こすことがある。LD50：10300-12996mg/kg（ラッ
ト）

・経皮　LD50：15800-116000mg/kg（ウサギ）
・皮膚に接触すると、皮膚の乾燥、発赤を起こすことがある。
・眼に入ると、充血、痛みを起こすことがある。
・�単回暴露により、臓器の障害（中枢神経系、心臓）、眠気又はめまいのおそれ（麻酔作用）、呼吸器刺
激のおそれ（気道刺激性）がある。

・�長期にわたる、又は反復暴露により、臓器の障害（中枢神経系、肝臓、心臓）、臓器の障害のおそれ（肺）
がある。

1,1,2‐トリクロロエタン

・吸入すると、咳、めまい、嗜眠、頭痛、吐き気を起こすことがある。LC50：2000ppm/ ４h（ラット）
・�経口摂取において、誤嚥の危険性があり、咳、めまい、嗜眠、頭痛、吐き気を起こすことがある。
LD50：837mg/kg（ラット）
・経皮　LD50：5380mg/kg（ウサギ）
・皮膚に接触すると、吸収される可能性があり、皮膚の乾燥、発赤を起こすことがある。
・眼に入ると、充血を起こすことがある。
・�単回暴露により、臓器の障害（腎臓、肝臓）、眠気又はめまいのおそれ（麻酔作用）、呼吸器への刺激
のおそれ（気道刺激性）がある。

・�長期にわたる、または反復暴露により、臓器の障害（神経系呼吸器、消化管、腎臓、肝臓）を起こす
ことがある。

1,3－ジクロロプロペン

・�吸入すると、咳、咽頭痛、頭痛、めまい、吐き気、嘔吐を起こすことがある。LC50：595-1190ppm/
４h（ラット）

・経口摂取すると、腹痛を起こすことがある。LD50：57-713mg/kg（ラット）
・経皮　LD50：333-504mg/kg（ウサギ）、423-2000mg/kg（ラット）
・皮膚に接触すると、発赤を起こすことがある。
・眼に入ると、充血を起こすことがある。
・単回暴露により、臓器の障害（神経系、肺）を起こすことがある。
・長期にわたる、または反復暴露により、臓器の障害のおそれ（胃、上気道、膀胱）がある。

チ ウ ラ ム

・吸入すると、錯乱、咳、めまい、頭痛、咽頭痛を起こすことがある。LC50：0.5-4.42mg/L（ラット）
・経口摂取すると、錯乱、咳、めまい、頭痛、咽頭痛を起こすことがある。LD50：560-4000mg/kg
・経皮　LD50：>2000-5000mg/kg（ラット）
　　　　　　　≧2000-7940mg/kg（ウサギ）
・皮膚に接触すると、発赤を起こすことがある。
・眼に入ると、充血、痛みを起こすことがある。
・単回暴露により、臓器の障害（神経系）を起こすことがある。
・�長期にわたる、又は反復暴露により、臓器の障害（甲状腺、肝臓）、臓器の障害のおそれ（神経系）が
ある。

シ マ ジ ン

・吸入（粉じん、ミスト）　LC50：>1.71-2.1mg/L/ ４h（ラット）
・経口　LD50：>5000-10000mg/kg（ラット）
・経皮　LD50：>2000-5000mg/kg（ウサギ）
・�単回暴露により、眠気又はめまいのおそれ（麻酔作用）、呼吸器への刺激のおそれ（気道刺激性）があ
る。

・長期にわたる、または反復暴露により、臓器の障害（血液系）、臓器の障害のおそれ（神経系）がある。

チ オ ベ ン カ ル ブ

・吸入（粉じん、ミスト）　LC50：>2.43mg/L/ ４h（ラット）
・経口　LD50：1030-1289mg/kg（ラット）
・経皮　LD50：>2000-5000mg/kg（ラット）、2000mg/kg（ウサギ）
・単回暴露により、臓器の障害（神経系）を起こすことがある。
・長期にわたる、又は反復暴露により、臓器の障害のおそれ（肝臓、腎臓）がある。
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物 質 名 危 険 性 ・ 有 毒 性

ベ ン ゼ ン

・�吸入すると、めまい、嗜眠、頭痛、吐き気、息切れ、痙攣、意識喪失を起こすことがある。LC50：
44.66mg/L/ ４h（ラット）

・経口摂取すると、腹痛、咽頭痛、嘔吐等を起こすことがある。LD50：810-4900mg/kg（ラット）
・経皮　LD50：>8200mg/kg（ラット）
・皮膚に接触すると、吸収される可能性があり、皮膚の乾燥、発赤、痛み等を起こすことがある。
・眼に入ると、腹痛、咽頭痛、嘔吐等を起こすことがある。
・単回暴露により、臓器の障害（呼吸器）、眠気又はめまいのおそれ（麻酔作用）がある。
・長期にわたる、又は反復暴露により、臓器の障害（中枢神経系、造血系）を起こすことがある。

セ レ ン
又 は そ の 化 合 物

・元素自体は、比較的刺激性がなく吸収されにくいが、蒸気になると強毒性。
・セレンは砒素と化学的及び生理学的に類似しているので、化合物はすべて毒性がある。
・眼に入ると、結膜炎や角膜壊死を起こす。
・皮膚に接触すると、熱傷、湿疹とじん麻疹黄色化、爪、歯牙、毛髪の赤色化が起こることがある。
・�吸入すると、嗅覚欠如、鼻とのどの刺激症状、呼気のニンニク臭、気管支炎、肺炎、気管支嘆息を起
こすことがある。

・消火器症状としては、金属味、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、肝肥大を起こすことがある。

1,4－  ジ オ キ サ ン

・�吸収すると、咳、咽頭痛、吐き気、めまい、頭痛、嗜眠、嘔吐、意識喪失、腹痛を起こすことがある。
LC50：9158-14236ppm/ ４h（ラット）
・�経口摂取すると、咳、咽頭痛、吐き気、めまい、頭痛、嗜眠、嘔吐、意識喪失、腹痛を起こすことがある。
LD50：4200-7339mg/kg（ラット）

・経皮　LD50：2100mg/kg（ラット）
・皮膚に接触すると、吸収される可能性がある。
・眼に入ると、充血、痛みを起こすことがある。
・�単回暴露により、臓器の障害（中枢神経系）、眠気又はめまいのおそれ（麻酔作用）、呼吸器への刺激
のおそれ（気道刺激性）がある。

・�長期にわたる、又は反復暴露により、臓器の障害（腎臓、肝臓、中枢神経系）、臓器の障害のおそれ（呼
吸器）がある。

ダ イ オ キ シ ン 類

・�最も毒性が強いとされる2,3,7,8-TCDDについては、事故などの高濃度の暴露の際の知見から人に対
する発がん性がある。

・�ダイオキシン類自体が直接遺伝子に作用して発がんを引き起こすのではなく、他の発がん物質による
発がん作用（がん化）を促進する作用（プロモーション作用）がある。

・�実験用動物（ねずみ等）においては、妊娠中に比較的多量のダイオキシン類を与える実験で、生まれ
た動物に口蓋裂、水腎症等の奇形を起こすことが認められ、甲状腺機能の低下、生殖器官の重量や精
子形成の減少、免疫機能の低下を引き起こすことが報告されている。

※LC50 (半数致死濃度)：急性毒性の値。吸入により、環境中の生物あるいは実験動物の50％を死亡させると予想される濃度

　LD50 (半数致死量)：急性毒性の値。経口または経皮による１回の投与で、実験動物の50％を死亡させると予想される濃度

⑤�　指定有害廃棄物：硫酸ピッチ（廃硫酸と廃炭化水素油との混合物で、著しい腐食性
（pH2.0以下）を有するもの）

　�　雨水等と接触して亜硫酸ガスを発生させ、周辺の生活環境保全上の支障を生じる可能性がある。
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産業廃棄物の体積から重量への換算係数（参考値）

産　業　廃　棄　物　の　種　類 換算係数

1 燃え殻 1.14

2 汚泥 1.10

3 廃油 0.90

4 廃酸 1.25

5 廃アルカリ 1.13

6 廃プラスチック 0.35

7 紙くず 0.30

8 木くず 0.55

9 繊維くず 0.12

10 食料製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 1.00

11 とさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 1.00

12 ゴムくず 0.52

13 金属くず 1.13

14 ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず 1.00

15 鉱さい 1.93

16 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 1.48

17 動物のふん尿 1.00

18 動物の死体 1.00

19 ばいじん 1.26

20 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの 1.00

21 建設混合廃棄物 0.26

22 廃電気機械器具 1.00

23 感染性産業廃棄物 0.30

24 廃石綿等 0.30

環境省通知（H18. 12. 27環廃産発第061227006号）

注１　上記の換算係数は１立方メートル当たりのトン数（ｔ／ｍ³）。

　２　この換算表はあくまでマクロ的な重量を把握するための参考値という位置付けであることに留意されたい。

　３　特別管理産業廃棄物のうち、感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外については、それぞれ１－19に該当する品目の換算係数に準拠。

　４�　「２ｔ車１台」といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに上記換算係数を掛けることによりトン数を計

算する方法がある。
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廃
棄
物
の
性
状
及
び
荷
姿

ウ
腐
敗
、
揮
発
等
性
状
の
変
化
に
関
す
る
事
項

エ
混
合
等
に
よ
り
生
ず
る
支
障

オ
日
本
産
業
規
格

C
0
9
5
0
号
に
規
定
す
る
含
有
マ
ー

ク
が

付
さ

れ
た

廃
製

品
の

場
合

に
は

、
含

有
マ

ー

ク
表
示
に
関
す
る
事
項

カ
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃

棄
物

又
は

水
銀

含
有

ば
い

じ
ん

等
が

含
ま

れ
る

場

ク
そ
の
他
取
扱
い
の
注
意
事
項

合
は
、
そ
の
事
項

キ

２
甲
は
、
委
託

契
約
の
有
効
期
間
中
、
適
正
な
処
理
及
び
事
故

防
止

並
び

に
処

理
費

用
等

の
観

点
か

ら
、
委

託
す

る
産
業
廃
棄
物
の
性
状
等
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
乙
に

対
し

速
や

か
に

書
面

を
も

っ
て

そ
の

変
更

の
内

容

及
び
程
度
の
情
報
を
通
知
す
る
。

な
お
、
乙
の
業
務
及
び
処
理
方
法
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ

れ
が

あ
る

場
合

の
性

状
等

の
変

動
幅

は
、
製

造
工

程
又
は
産
業
廃
棄
物
の
発
生
工
程
の
変
更
に
よ
る
性
状
の
変

更
や

腐
敗

等
の

変
化

、
混

入
物

の
発

生
等

の
場

合

で
あ
り
、
甲
は
、
通
知
す
る
変
動
幅
の
範
囲
に
つ
い
て
、
あ

ら
か

じ
め

乙
と

協
議

の
上

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

３
甲
は
、
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
の
性
状
が
書
面
の
情
報
の
と
お

り
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

、
乙

に
引

き
渡

す
容

器
等

に
表

示
す

る
（

環
境

省
の

「
廃

棄
物

情
報

の
提

供
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

第
３

版
）
」

の
「

容
器

貼

付
用
ラ
ベ
ル
」
参
照
）
。

４
甲
は
、
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
記
載
事
項

を
正

確
に

も
れ

な
く

記
載

し
、
虚

偽
又

は
記

載

漏
れ
が
あ
る
場
合
は
、
乙
は
、
委
託
物
の
引
き
取
り
を
一
時

停
止

し
、
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
の

記
載

修
正

を
甲

に
求

め
、
修
正
内
容
を
確
認
の
上
、
委
託
物
を
引
き
取
る
こ
と
と
す

る
。

５
甲
は
、
次
の

産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
契
約
の
有
効
期
間
内
に

以
下

に
定

め
る

と
お

り
、
公

的
検

査
機

関
又

は

環
境

計
量

証
明

事
業

所
に

お
い

て
「

産
業

廃
棄

物
に

含
ま

れ
る

金
属

等
の

検
定

方
法

」
（

昭
和

４
８

年
２

月
環

境
庁
告
示
第
１
３
号
）
に
よ
る
試
験
を
行
い
、
分
析
証
明
書

を
乙

に
提

示
す

る
。

産
業

廃
棄

物
の

種
類
：

提
示
す
る
時
期
又
は
回
数
：

第
４

条
（
甲
乙

の
責

任
範
囲

）

１
乙
は
、
甲
か

ら
委
託
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
を
、
そ
の
積
み
込

み
作

業
の

開
始

か
ら

、
第

２
条

第
４

項
に

規
定

す

る
運

搬
の

最
終

目
的

地
に

お
け

る
荷

下
ろ

し
作

業
の

完
了

ま
で

、
法

令
に

基
づ

き
適

正
に

収
集

･
運

搬
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

委
託

者
が

特
定

化
学

物
質

の
環

境
へ

の
排

出
量

の
把

握
等

及
び

管
理

の
改

善
の

促
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
十

一
年

法
律

第
八

十
六

号
）
第

二
条

第
五

項
に

規
定

す
る

第
一

種
指

定
化

学
物

質
等

取
扱

事

業
者

で
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
、
か

つ
、
委

託
す

る
産

業
廃

棄
物

に
同

条
第

二
項

に
規

定
す

る
第

一
種

指
定

化
学

物
質
（
同

法
第

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
第

一
種

指
定

化
学

物
質

等
取

扱
事

業
者

が
排

出
量

及
び

移
動

量
を

把
握

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
第

一
種

指
定

化
学

物
質

に
限

る
。
）
が

含
ま

れ
、

又
は

付
着

し
て

い
る

場
合

に
は
、
そ

の
旨

並
び

に
当

該
産

業
廃

棄
物

に
含

ま
れ
、
又

は
付

着
し

て
い

る
当
該
廃
棄
物
の
名
称
及
び
量
又
は
割
合

の
損

害
を

賠
償
す

る
。

第
５

条
（

再
委

託
の

禁
止
）

乙
は

、
甲

か
ら

委
託

さ
れ

た
産

業
廃

棄
物

の
収
集
・
運

搬
業

務
を

他
人

に
委

託
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
甲

の
書

面
に

よ
る

承
諾
を

得
て

法
令

の
定

め
る

再
委

託
の

基
準

に
従

う
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

第
６

条
（

業
務

の
譲

渡
等
）

乙
は

、
本

契
約

上
の

義
務

を
第

三
者

に
譲

渡
し

、
又

は
承

継
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
。

第
７

条
（

委
託

業
務

終
了
報

告
）

乙
は

甲
か

ら
委

託
さ

れ
た

産
業

廃
棄

物
の

業
務

が
終

了
し

た
後

、
直

ち
に

業
務

終
了

報
告

書
を

作
成

し
、
甲

に
提

出
す

る
。
た

だ
し

、
業

務
終

了
報

告
書

は
、
収

集
・
運

搬
業

務
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

運
搬

区
間

に
応

じ
た

マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
Ｂ

２
票
、
Ｂ

４
票

、
Ｂ

６
票

、
又

は
電

子
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
の

運
搬

終
了

報
告

で
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

第
８

条
（

業
務

の
一

時
停
止

）

１
乙

は
、
甲

か
ら
委

託
さ

れ
た

産
業

廃
棄

物
の

適
正

処
理

が
困

難
と

な
る

事
由

が
生

じ
た

と
き

は
、
業

務
を

一
時

停
止

し
、
直

ち
に

甲
に

当
該

事
由

の
内

容
及

び
、
甲

に
お

け
る

影
響

が
最

小
限

と
な

る
措

置
を

講
ず

る
旨

を
書

面
に

よ
り

通
知

す
る

。
甲

は
そ

の
間

は
、

新
た

な
処

理
の

委
託

は
行

わ
な

い
こ

と
と

す
る

。

２
甲

は
、
乙

か
ら

前
項

の
通

知
を

受
け

た
と

き
は

、
速

や
か

に
現

状
を

把
握

し
た

上
で

、
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

第
９

条
（

・
消

費
税
・

支
払

い
）

１
甲

は
、

乙
に

対
し

毎
月

一
定

の
期

日
を

定
め

て
収

集
・

運
搬

業
務

の
料

金
を

支
払

う
。

２
甲

の
委

託
す

る
産

業
廃

棄
物

の
収

集
・
運

搬
業

務
に

関
す

る
料

金
は

、
第

２
条

第
２

項
で

定
め

る
単

価
（

税
抜

）

に
基

づ
き

算
出
す

る
。

３
甲

の
委

託
す

る
産

業
廃

棄
物

の
収

集
・

運
搬

業
務

に
対

す
る

料
金

料
金

に
つ

い
て

の
消

費
税

は
、

甲
が

負
担

す
る

。

４
料

金
の

額
が

経
済

情
勢

の
変

化
及

び
第

３
条

第
２

項
、
第

８
条

等
に

よ
り

不
相

当
と

な
っ

た
と

き
は

、
甲

乙
協

議
の

上
、

こ
れ
を

改
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

第
１

０
条

（
内

容
の

変
更
）

甲
又

は
乙

は
、
必
要

が
あ

る
場

合
は

委
託

業
務

の
内

容
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
契

約
単

価
（

税
抜

）
又

は
契

約
の

有
効

期
間

を
変

更
す

る
と

き
、

又
は

予
定

数
量

に
大

幅
な

変
動

が
生

ず
る

と
き

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、
書

面
に

よ
り

こ
れ

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

第
３

条
第

２
項

、
第

８
条

の
場

合
も

同
様

と
す

る
。

第
１

１
条

（
機

密
保

持
）

甲
及

び
乙

は
、

本
契

約
に

関
連

し
て

、
業

務
上

知
り

得
た

相
手

方
の

機
密

を
第

三
者

に
漏

ら
し

て
は

な
ら

な
い

。

当
該

機
密

を
公

表
す
る

必
要

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
相

手
方

の
書

面
に

よ
る

許
諾

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

委
託

し
た

産
業

廃
棄

物
の

種
類

又
は

性
状

等
に

よ
る

原
因

を
含

む
。
）

に
原

因
が

あ
る

と
き

は
、

甲
が

乙
に

そ

２
乙

が
、
前

項
の
業

務
の

過
程

に
お

い
て

法
令

に
違

反
し

た
業

務
を

行
い

、
又

は
過

失
に

よ
っ

て
甲

又
は

第
三

者

に
損

害
を

及
ぼ

し
た

と
き

は
、

乙
に

お
い

て
そ

の
損

害
を

賠
償

し
、

甲
に

負
担

さ
せ

な
い

。

３
乙

が
第

１
項

の
業

務
の

過
程

に
お

い
て

第
三

者
に

損
害

を
及

ぼ
し

た
場

合
に

、
甲

の
指

図
又

は
甲

の
委

託
の

仕

方
（

甲
の

委
託

し
た

産
業

廃
棄

物
の

種
類

又
は

性
状

等
に

よ
る

原
因

を
含

む
。
）

に
原

因
が

あ
る

と
き

は
、

甲

に
お

い
て

賠
償
し

、
乙

に
負

担
さ

せ
な

い
。

４
第

１
項

の
業

務
の

過
程

に
お

い
て

乙
に

損
害

が
発

生
し

た
場

合
に

、
甲

の
指

図
又

は
甲

の
委

託
の

仕
方
（

甲
の
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２
甲
及
び
乙
は
、
相
手
方
が
反
社
会
的
勢
力
（
暴
力
団
等
）
で

あ
る

場
合

又
は

反
社

会
的

勢
力

と
密

接
な

関
係

が

あ
る
場
合
に
は
、
相
手
に
催
告
す
る
こ
と
な
く
、
本
契
約
を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
甲
又
は
乙
か
ら
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
、
本
契
約
に

基
づ

い
て

甲
か

ら
引

き
渡

し
を

受
け

た
産

業
廃

棄
物
の
処
理
が
未
だ
に
完
了
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は

、
乙

又
は

甲
は

、
次

の
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

（
１
）
乙
の

義
務
違
反
に
よ
り
甲
が
解
除
し
た
場
合

イ
乙

は
、

解
除

さ
れ

た
後

も
、

そ
の

産
業

廃
棄

物
に

対
す

る
本

契
約

に
基

づ
く

乙
の

業
務

を
遂

行
す

る

責
任

は
免

れ
な

い
こ

と
を

承
知

し
、

そ
の

残
っ

て
い

る
産

業
廃

棄
物

に
つ

い
て

の
収

集
・

運
搬

の
業

務
を

自
ら

実
行

す
る

か
、

又
は

甲
の

承
諾

を
得

た
上

で
、

許
可

を
有

す
る

別
の

業
者

に
自

己
の

費
用

を
も
っ
て
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ
乙

が
他

の
業

者
に

委
託

す
る

場
合

に
、

そ
の

業
者

に
対

す
る

報
酬

を
支

払
う

資
金

が
乙

に
な

い
と

き

は
、
乙
は
そ
の
旨
を
甲
に
通
知
し
、
資
金
の
な
い

こ
と

を
明

確
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ハ
上

記
ロ

の
場

合
、

甲
は

、
当

該
業

者
に

対
し

、
差

し
当

た
り

、
甲

の
費

用
負

担
を

も
っ

て
乙

の
も

と

に
あ

る
未

処
理

の
産

業
廃

棄
物

の
収

集
・

運
搬

を
行

わ
し

め
る

も
の

と
し

、
乙

に
対

し
て

、
甲

が
負

担
し
た
費
用
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

（
２
）
甲
の
義
務
違
反
に
よ
り
乙

が
解
除
し
た
場
合

乙
は

、
甲

に
対

し
、

甲
の

義
務

違
反

に
よ

る
損

害
の

賠
償

を
請

求
す

る
と

と
も

に
、

乙
の

も
と

に
あ

る

未
処

理
の

産
業

廃
棄

物
を

、
甲

の
費

用
を

も
っ

て
当

該
産

業
廃

棄
物

を
引

き
取

る
こ

と
を

要
求

し
、

も
し

く
は

乙
の

費
用

負
担

を
も

っ
て

甲
の

事
業

場
に

運
搬

し
た

上
、

甲
に

対
し

当
該

運
搬

の
費

用
を

請
求

す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
１

３
条
（
協

議
）

本
契
約
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
本
契
約
の
各
条
項
に
関
す
る
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
関

係
法

令
に

従
い

、
そ

の
都
度
、
甲
乙
が
誠
意
を
も
っ
て
協
議
し
、
こ
れ
を
取
り
決
め
る
も

の
と

す
る

。

第
１

４
条
（
契

約
の

有
効
期

間
）

②
　
本
契
約
は
、
有
効
期
間
を

（
注
：
契
約
当
事
者
が
下
記
の
①
②

の
い

ず
れ

か
を

選
択

す
る

こ
と

）

年
月

日
か
ら

互
に
本
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

年
月

日
ま

で
の

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま

で
と

す
る

。 年
間

と
し

、

期
間
満
了
の

①
　
本
契
約
は
、

有
効
期
間
を

ヶ
月
前
ま
で
に
、
甲
乙
の
一
方
か
ら
相
手
か
ら

に
対

す
る

書
面

に
よ

る
解

約
の

申
し

入
れ

が
な

い

限
り
、
同
一
条
件
で
更
新
さ
れ
た
も
の
と
し
、
そ
の
後
も
同
様
と

す
る

。

本
契
約
の
成
立

を
証
す
る
た
め
に
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
は

、
各

々
記

名
押

印
の

上
、
各

１
通

を
保

有
す

る
。

年
月

日

甲
印

乙
印

第
１

１
条
（
機

密
保

持
）

甲
及

び
乙

は
、

本
契

約
に

関
連

し
て

、
業

務
上

知
り

得
た

相
手

方
の

機
密

を
第

三
者

に
漏

ら
し

て
は

な
ら

な
い

。

当
該
機
密
を
公
表
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
相
手
方
の
書

面
に

よ
る

許
諾

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
１

２
条
（
契

約
の

解
除
）

１
甲
及
び
乙
は

、
相
手
方
が
本
契
約
の
各
条
項
の
い
ず
れ
か
に

違
反

し
た

と
き

は
、
書

面
に

よ
る

催
告

の
上

、
相

２
甲

及
び

乙
は

、
相

手
方

が
反

社
会

的
勢

力
（

暴
力

団
等

）
で

あ
る

場
合

又
は

反
社

会
的

勢
力

と
密

接
な

関
係

が

あ
る

場
合

に
は

、
相

手
に

催
告

す
る

こ
と

な
く

、
本

契
約

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
甲

又
は

乙
か

ら
契

約
を

解
除

し
た

場
合

に
お

い
て

、
本

契
約

に
基

づ
い

て
甲

か
ら

引
き

渡
し

を
受

け
た

産
業

廃

棄
物

の
処

理
が

未
だ

に
完

了
し

て
い

な
い

も
の

が
あ

る
と

き
は

、
乙

又
は

甲
は

、
次

の
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
１

）
乙

の
義

務
違

反
に

よ
り

甲
が

解
除

し
た

場
合

イ
乙

は
、

解
除

さ
れ

た
後

も
、

そ
の

産
業

廃
棄

物
に

対
す

る
本

契
約

に
基

づ
く

乙
の

業
務

を
遂

行
す

る

責
任

は
免

れ
な

い
こ

と
を

承
知

し
、

そ
の

残
っ

て
い

る
産

業
廃

棄
物

に
つ

い
て

の
収

集
・

運
搬

の
業

務
を

自
ら

実
行

す
る

か
、

又
は

甲
の

承
諾

を
得

た
上

で
、

許
可

を
有

す
る

別
の

業
者

に
自

己
の

費
用

を
も
っ

て
行

わ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ロ
乙

が
他

の
業

者
に

委
託

す
る

場
合

に
、

そ
の

業
者

に
対

す
る

報
酬

を
支

払
う

資
金

が
乙

に
な

い
と

き

は
、

乙
は

そ
の

旨
を

甲
に

通
知

し
、

資
金

の
な

い
こ

と
を

明
確

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ハ
上

記
ロ

の
場

合
、

甲
は

、
当

該
業

者
に

対
し

、
差

し
当

た
り

、
甲

の
費

用
負

担
を

も
っ

て
乙

の
も

と

に
あ

る
未

処
理

の
産

業
廃

棄
物

の
収

集
・

運
搬

を
行

わ
し

め
る

も
の

と
し

、
乙

に
対

し
て

、
甲

が
負

担
し
た

費
用

の
償

還
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
２

）
甲

の
義
務

違
反

に
よ

り
乙

が
解

除
し

た
場

合

乙
は

、
甲

に
対

し
、

甲
の

義
務

違
反

に
よ

る
損

害
の

賠
償

を
請

求
す

る
と

と
も

に
、

乙
の

も
と

に
あ

る

未
処

理
の

産
業

廃
棄

物
を

、
甲

の
費

用
を

も
っ

て
当

該
産

業
廃

棄
物

を
引

き
取

る
こ

と
を

要
求

し
、

も
し

く
は

乙
の

費
用

負
担

を
も

っ
て

甲
の

事
業

場
に

運
搬

し
た

上
、

甲
に

対
し

当
該

運
搬

の
費

用
を

請
求

す
る

こ
と

が
で
き

る
。

第
１

３
条

（
協

議
）

本
契

約
に

定
め

の
な

い
事

項
又

は
本

契
約

の
各

条
項

に
関

す
る

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、
関

係
法

令
に

従
い

、
そ

の
都

度
、

甲
乙

が
誠

意
を

も
っ

て
協

議
し

、
こ

れ
を

取
り

決
め

る
も

の
と

す
る

。

第
１

４
条
（
契

約
の

有
効

期
間

）

②
　

本
契

約
は

、
有
効

期
間

を

（
注

：
契

約
当

事
者

が
下

記
の

①
②

の
い

ず
れ

か
を

選
択

す
る

こ
と

）

年
月

日
か

ら

互
に

本
契

約
を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

年
月

日
ま

で
の

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

と
す

る
。 年
間

と
し

、

期
間

満
了

の

①
　

本
契

約
は

、
有
効

期
間

を

ヶ
月

前
ま

で
に

、
甲

乙
の

一
方

か
ら

相
手

か
ら

に
対

す
る

書
面

に
よ

る
解

約
の

申
し

入
れ

が
な

い

限
り

、
同

一
条

件
で
更

新
さ

れ
た

も
の

と
し

、
そ

の
後

も
同

様
と

す
る

。

本
契

約
の

成
立

を
証

す
る

た
め

に
本

書
２

通
を

作
成

し
、
甲

乙
は

、
各

々
記

名
押

印
の

上
、
各

１
通

を
保

有
す

る
。

年
月

日

甲
印

乙
印

第
１

１
条

（
機

密
保

持
）

甲
及

び
乙

は
、

本
契

約
に

関
連

し
て

、
業

務
上

知
り

得
た

相
手

方
の

機
密

を
第

三
者

に
漏

ら
し

て
は

な
ら

な
い

。

当
該

機
密

を
公

表
す
る

必
要

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
相

手
方

の
書

面
に

よ
る

許
諾

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
１

２
条

（
契

約
の

解
除
）

１
甲

及
び

乙
は

、
相

手
方

が
本

契
約

の
各

条
項

の
い

ず
れ

か
に

違
反

し
た

と
き

は
、
書

面
に

よ
る

催
告

の
上

、
相



― 89 ―

様
式
２

産
業
廃
棄
物
処
分
委
託
基
本
契
約
書

排
出

事
業

者
：

（
以

下
「

甲
」

と
い

う
。
）

と
、

処
分

業
者

：
（

以
下

「
乙

」
と

い
う

。
）

は
、

甲
の

事
業

場
：

か
ら

排
出

さ
れ

る
産

業
廃

棄
物

の
処

分
に

関
し
て
次
の
と
お
り
基
本
契
約
を
締
結
す
る
。

第
１

条
（

法
令

の
遵

守
）

甲
及
び
乙
は
、
処
理
業
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
す
る
も
の
と
す

る
。

第
２

条
（

委
託

内
容

）

１
（
乙
の
事
業
範
囲
）

乙
の
事
業
範
囲
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、
乙
は
、
こ
の
事
業

範
囲

を
証

す
る

も
の

と
し

て
、
許

可
証

の
写

し

を
甲
に
提
出
し
、
本
契
約
書
に
添
付
す
る
も
の
と
し
、
下
記
に
記
載

の
許

可
事

項
に

変
更

が
あ

っ
た

と
き

は
、
乙

は

速
や
か
に
そ
の
旨
を
甲
に
書
面
を
も
っ
て
通
知
す
る
と
と
も
に
、
変

更
後

の
許

可
証

の
写

し
を

甲
に

提
出

し
、
本

契

約
書
に
添
付
す
る
。

◎
処
分
に
関
す
る
事
業
範
囲

〔
産
廃
〕

〔
特
管

〕

許
可
都
道
府
県
・
政
令
市
：

許
可
都

道
府

県
・

政
令

市
：

許
可

の
有

効
期

限
：

許
可

の
有

効
期

限
：

事
業

範
囲
：

事
業

範
囲

：

産
業

廃
棄

物
の

種
類
：

産
業

廃
棄

物
の

種
類

：

許
可

の
条

件
：

許
可

の
条

件
：

許
可

番
号
：

許
可

番
号

：

２
（
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
、
数
量
及
び
単
価
）

甲
が
、
乙
に
処
分
を
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
、
数
量
及
び

処
分

単
価

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

種
類
：

数
量
：

単
価
（
税
抜
）
：

３
（
輸
入
廃
棄
物
の
有
・
無
）

甲
が
、
乙
に
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
が
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
で
あ

る
場

合
は

、
そ

の
旨

を
記

載
す

る
。

（
注
：
下
記
の
①
②
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
）

①
輸
入
廃
棄
物
：

無

収
入

印
紙

②
輸

入
廃

棄
物
：

有

４
（

処
分

の
場

所
、
方

法
及

び
処

理
能

力
）

乙
は

、
甲

か
ら

委
託

さ
れ

た
第

２
項

の
産

業
廃

棄
物

を
次

の
と

お
り

処
分

す
る

。

事
業

場
の

名
称

：

所
在

地
：

処
分

の
方

法
：

施
設

の
処

理
能

力
：

５
（

最
終

処
分

の
場
所

、
方

法
及

び
処

理
能

力
）

甲
か

ら
、

乙
に

委
託

さ
れ

た
産

業
廃

棄
物

の
最

終
処

分
（

予
定

）
を

次
の

と
お

り
と

す
る

。

最
終

処
分

先
の

番
号

事
業

場
の

名
称

所
在

地
処

分
方

法
施

設
の

処
理

能
力

６
（

搬
入

業
者

）

第
２

条
第

２
項

の
産

業
廃

棄
物

の
第

２
条

第
４

項
に

指
定

す
る

事
業

場
へ

の
搬

入
は

、
次

の
収

集
・
運

搬
業

者
が

行
う

。

氏
名

：
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

住
所

：

許
可

都
道

府
県

・
政

令
市

：
許

可
都

道
府

県
・

政
令

市
：

許
可

の
有

効
期

限
：

許
可

の
有

効
期

限
：

事
業

範
囲

：
事

業
範

囲
：

許
可

の
条

件
：

許
可

の
条

件
：

許
可

番
号

：
許

可
番

号
：

第
３

条
（

適
正

処
理

に
必

要
な

情
報

の
提

供
）

１
甲

は
、
産

業
廃

棄
物

の
適

正
な

処
理

の
た

め
に

必
要

な
以

下
の

情
報

を
、
あ

ら
か

じ
め

書
面

を
も

っ
て

乙
に

提

供
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
以

下
の

情
報

を
具

体
化

し
た

「
廃

棄
物

デ
ー

タ
シ

ー
ト

」
（

環
境

省
の

「
廃

棄
物

情
報

の
提

供
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

第
３

版
）
」

を
参

照
）

の
項

目
を

参
考

に
書

面
の

作
成

を
行

う
も

の

と
す

る
。

ア
産

業
廃

棄
物

の
発

生
工

程

イ
産

業
廃

棄
物

の
性

状
及

び
荷

姿
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第
６

条
（

業
務

の
譲

渡
等

）

乙
は

、
本

契
約

上
の

義
務

を
第

三
者

に
譲

渡
し

、
又

は
承

継
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
。

第
７

条
（

委
託

業
務

終
了

報
告

）

乙
は

、
甲

か
ら

委
託

さ
れ

た
産

業
廃

棄
物

の
業

務
が

終
了

し
た

後
、
直

ち
に

業
務

終
了

報
告

書
を

作
成

し
甲

に
提

出
す

る
。
た

だ
し

、
業

務
終

了
報

告
書

は
、
処

分
業

務
に

つ
い

て
は

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

Ｄ
票

、
又

は
電

子
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
の

処
分

終
了

報
告
で

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
８

条
（

業
務

の
一

時
停

止
）

１
乙

は
、
甲

か
ら

委
託

さ
れ

た
産

業
廃

棄
物

の
適

正
処

理
が

困
難

と
な

る
事

由
が

生
じ

た
と

き
は

、
業

務
を

一
時

停
止

し
、
直

ち
に

甲
に

当
該

事
由

の
内

容
及

び
、
甲

に
お

け
る

影
響

が
最

小
限

と
な

る
措

置
を

講
ず

る
旨

を
書

面
に

よ
り

通
知

す
る

。
甲

は
そ

の
間

は
、

新
た

な
処

理
の

委
託

は
行

わ
な

い
こ

と
と

す
る

。

２
甲

は
、
乙

か
ら

前
項

の
通

知
を

受
け

た
と

き
は

、
速

や
か

に
現

状
を

把
握

し
た

上
で

、
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

第
９

条 １
甲

は
、

乙
に

対
し

毎
月

一
定

の
期

日
を

定
め

て
処

分
業

務
の

料
金

を
支

払
う

。

２
甲

の
委

託
す

る
産

業
廃

棄
物

の
処

分
業

務
に

関
す

る
料

金
は

、
第

２
条

第
２

項
で

定
め

る
単

価
（

税
抜

）
に

基

づ
き

算
出

す
る

。

３
甲

の
委

託
す

る
産

業
廃

棄
物

の
処

分
業

務
に

対
す

る
料

金
に

つ
い

て
の

消
費

税
は

、
甲

が
負

担
す

る
。

４
料

金
の

額
が

経
済

情
勢

の
変

化
及

び
第

３
条

第
２

項
、
第

８
条

等
に

よ
り

不
相

当
と

な
っ

た
と

き
は

、
甲

乙
協

議
の

上
、

こ
れ
を

改
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

第
１

０
条

（
内

容
の

変
更

）

甲
又

は
乙

は
、
必
要

が
あ

る
場

合
は

委
託

業
務

の
内

容
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
契

約
単

価
（

税
抜

）
又

は
契

約
の

有
効

期
間

を
変

更
す

る
と

き
、

又
は

予
定

数
量

に
大

幅
な

変
動

が
生

ず
る

と
き

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、
書

面
に

よ
り

こ
れ

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

第
３

条
第

２
項

、
第

８
条

の
場

合
も

同
様

と
す

る
。

第
１

１
条

（
機

密
保

持
）

甲
及

び
乙

は
、

本
契

約
に

関
連

し
て

、
業

務
上

知
り

得
た

相
手

方
の

機
密

を
第

三
者

に
漏

ら
し

て
は

な
ら

な
い

。

当
該

機
密

を
公

表
す
る

必
要

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
相

手
方

の
書

面
に

よ
る

許
諾

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

４
第

１
項

の
業

務
の

過
程

に
お

い
て

乙
に

損
害

が
発

生
し

た
場

合
に

、
甲

の
指

図
又

は
甲

の
委

託
の

仕
方
（

甲
の

委
託

し
た

産
業

廃
棄

物
の

種
類

又
は

性
状

等
に

よ
る

原
因

を
含

む
。
）

に
原

因
が

あ
る

と
き

は
、

甲
が

乙
に

そ

の
損

害
を

賠
償
す

る
。

第
５

条
（

再
委

託
の

禁
止

）

乙
は

、
甲

か
ら

委
託

さ
れ

た
産

業
廃

棄
物

の
処

分
業

務
を

他
人

に
委

託
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
甲

の
書

面

に
よ

る
承

諾
を

得
て

法
令

の
定

め
る

再
委

託
の

基
準

に
従

う
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

（
・

消
費

税
・

支
払

い
）

料
金

ウ
腐
敗
、
揮
発
等
性
状
の
変
化
に
関
す
る
事
項

エ
混
合
等
に
よ
り
生
ず
る
支
障

オ
日
本
産
業
規
格

C
0
9
5
0
号
に
規
定
す
る
含
有
マ
ー
ク

が
付

さ
れ

た
廃

製
品

の
場

合
に

は
、
含

有
マ

ー

ク
表
示
に
関
す
る
事
項

カ
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃

棄
物

又
は

水
銀

含
有

ば
い

じ
ん

等
が

含
ま

れ
る

場

合
は
、
そ
の
事
項

ク
そ
の
他
取
扱
い
の
注
意
事
項

キ

２
甲
は
、
委
託

契
約
の
有
効
期
間
中
、
適
正
な
処
理
及
び
事
故

防
止

並
び

に
処

理
費

用
等

の
観

点
か

ら
、
委

託
す

る
産
業
廃
棄
物
の
性
状
等
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
乙
に

対
し

速
や

か
に

書
面

を
も

っ
て

そ
の

変
更

の
内

容

及
び
程
度
の
情
報
を
通
知
す
る
。

な
お
、
乙
の
業
務
及
び
処
理
方
法
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ

れ
が

あ
る

場
合

の
性

状
等

の
変

動
幅

は
、
製

造
工

程
又
は
産
業
廃
棄
物
の
発
生
工
程
の
変
更
に
よ
る
性
状
の
変

更
や

腐
敗

等
の

変
化

、
混

入
物

の
発

生
等

の
場

合

で
あ
り
、
甲
は
、
通
知
す
る
変
動
幅
の
範
囲
に
つ
い
て
、
あ

ら
か

じ
め

乙
と

協
議

の
上

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

３
甲
は
、
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
の
性
状
が
書
面
の
情
報
の
と
お

り
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

、
乙

に
引

き
渡

す
容

器
等

に
表

示
す

る
（

環
境

省
の

「
廃

棄
物

情
報

の
提

供
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

第
３

版
）
」

の
「

容
器

貼

付
用
ラ
ベ
ル
」
参
照
）
。

４
甲
は
、
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
記
載
事
項

を
正

確
に

も
れ

な
く

記
載

し
、
虚

偽
又

は
記

載

漏
れ
が
あ
る
場
合
は
、
乙
は
、
委
託
物
の
引
き
取
り
を
一
時

停
止

し
、
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
の

記
載

修
正

を
甲

に
求

め
、
修
正
内
容
を
確
認
の
上
、
委
託
物
を
引
き
取
る
こ
と
と
す

る
。

５
甲
は
、
次
の

産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
契
約
の
有
効
期
間
内
に

以
下

に
定

め
る

と
お

り
、
公

的
検

査
機

関
又

は

環
境

計
量

証
明

事
業

所
に

お
い

て
「

産
業

廃
棄

物
に

含
ま

れ
る

金
属

等
の

検
定

方
法

」
（

昭
和

４
８

年
２

月
環

境
庁
告
示
第
１
３
号
）
に
よ
る
試
験
を
行
い
、
分
析
証
明
書

を
乙

に
提

示
す

る
。

産
業

廃
棄

物
の

種
類
：

提
示
す
る
時
期
又
は
回
数
：

第
４

条
（
甲
乙

の
責

任
範
囲

）

１ ２
乙
が
、
前
項
の
業
務
の
過
程
に
お
い
て
法
令
に
違
反
し
た
業
務

を
行

い
、
又

は
過

失
に

よ
っ

て
甲

又
は

第
三

者

に
損
害
を
及
ぼ
し
た
と
き
は
、
乙
に
お
い
て
そ
の
損
害
を
賠

償
し

、
甲

に
負

担
さ

せ
な

い
。

３
乙
が
第
１
項
の
業
務
の
過
程
に
お
い
て
第
三
者
に
損
害
を
及

ぼ
し

た
場

合
に

、
甲

の
指

図
又

は
甲

の
委

託
の

仕

方
（

甲
の

委
託

し
た

産
業

廃
棄

物
の

種
類

又
は

性
状

等
に

よ
る

原
因

を
含

む
。
）

に
原

因
が

あ
る

と
き

は
、

甲

に
お
い
て
賠
償
し
、
乙
に
負
担
さ
せ
な
い
。

乙
は
、
甲
か
ら
委
託
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
を
、
処
分
の
完
了
ま
で
法
令
に
基
づ
き
適
正
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な

な
ら
な
い
。委
託

者
が

特
定

化
学

物
質

の
環

境
へ

の
排

出
量

の
把

握
等

及
び

管
理

の
改

善
の

促
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
十

一
年

法
律

第
八

十
六

号
）
第

二
条

第
五

項
に

規
定

す
る

第
一

種
指

定
化

学
物

質
等

取
扱

事

業
者

で
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
、
か

つ
、
委

託
す

る
産

業
廃

棄
物

に
同

条
第

二
項

に
規

定
す

る
第

一
種

指
定

化
学

物
質
（
同

法
第

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
第

一
種

指
定

化
学

物
質

等
取

扱
事

業
者

が
排

出
量

及
び

移
動

量
を

把
握

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
第

一
種

指
定

化
学

物
質

に
限

る
。
）
が

含
ま

れ
、

又
は

付
着

し
て

い
る

場
合

に
は
、
そ

の
旨

並
び

に
当

該
産

業
廃

棄
物

に
含

ま
れ
、
又

は
付

着
し

て
い

る
当
該
廃
棄
物
の
名
称
及
び
量
又
は
割
合
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（
１
）
乙
の
義
務
違
反
に
よ
り
甲
が
解
除
し
た
場
合

イ
乙

は
、

解
除

さ
れ

た
後

も
、

そ
の

産
業

廃
棄

物
に

対
す

る
本

契
約

に
基

づ
く

乙
の

業
務

を
遂

行
す

る

責
任

は
免

れ
な

い
こ

と
を

承
知

し
、

そ
の

残
っ

て
い

る
産

業
廃

棄
物

に
つ

い
て

の
処

分
の

業
務

を
自

ら
実

行
す

る
か

、
又

は
甲

の
承

諾
を

得
た

上
で

、
許

可
を

有
す

る
別

の
業

者
に

自
己

の
費

用
を

も
っ

て
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ
乙

が
他

の
業

者
に

委
託

す
る

場
合

に
、

そ
の

業
者

に
対

す
る

報
酬

を
支

払
う

資
金

が
乙

に
な

い
と

き

は
、
乙
は
そ
の
旨
を
甲
に
通
知
し
、
資
金
の
な
い

こ
と

を
明

確
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ハ
上

記
ロ

の
場

合
、

甲
は

、
当

該
業

者
に

対
し

、
差

し
当

た
り

、
甲

の
費

用
負

担
を

も
っ

て
、

乙
の

も

と
に

あ
る

未
処

理
の

産
業

廃
棄

物
の

処
分

を
行

わ
し

め
る

も
の

と
し

、
乙

に
対

し
て

、
甲

が
負

担
し

た
費
用
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
甲
の
義
務
違
反
に
よ
り
乙

が
解
除
し
た
場
合

乙
は

、
甲

に
対

し
、

甲
の

義
務

違
反

に
よ

る
損

害
の

賠
償

を
請

求
す

る
と

と
も

に
、

乙
の

も
と

に
あ

る

未
処

理
の

産
業

廃
棄

物
を

、
甲

の
費

用
を

も
っ

て
当

該
産

業
廃

棄
物

を
引

き
取

る
こ

と
を

要
求

し
、

も
し

く
は

乙
の

費
用

負
担

を
も

っ
て

甲
の

事
業

場
に

運
搬

し
た

上
、

甲
に

対
し

当
該

運
搬

の
費

用
を

請
求

す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
１

３
条
（
協

議
）

本
契
約
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
本
契
約
の
各
条
項
に
関
す
る
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
関

係
法

令
に

従
い

、
そ

の
都
度
、
甲
乙
が
誠
意
を
も
っ
て
協
議
し
、
こ
れ
を
取
り
決
め
る
も

の
と

す
る

。

第
１

４
条
（
契

約
の

有
効
期

間
）

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま

で
の

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま

で
と

す
る

。 年
間

と
し

、

期
間
満
了
の

ヶ
月
前
ま
で
に
、
甲
乙
の
一
方
か
ら
相
手
か
ら

に
対

す
る

書
面

に
よ

る
解

約
の

申
し

入
れ

が
な

い

限
り
、
同
一
条
件
で
更
新
さ
れ
た
も
の
と
し
、
そ
の
後
も
同
様
と

す
る

。

本
契
約
の
成
立
を
証
す
る
た
め
に
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
は

、
各

々
記

名
押

印
の

上
、
各

１
通

を
保

有
す

る
。

年
月

日

甲
印

乙
印

第
１

２
条
（
契

約
の

解
除
）

１
甲
及
び
乙
は
、
相
手
方
が
本
契
約
の
各
条
項
の
い
ず
れ
か
に

違
反

し
た

と
き

は
、
書

面
に

よ
る

催
告

の
上

、
相

互
に
本
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
甲
及
び
乙
は
、
相
手
方
が
反
社
会
的
勢
力
（
暴
力
団
等
）
で

あ
る

場
合

又
は

反
社

会
的

勢
力

と
密

接
な

関
係

が

あ
る
場
合
に
は
、
相
手
に
催
告
す
る
こ
と
な
く
、
本
契
約
を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
甲
又
は
乙
か
ら
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
、
本
契
約
に

基
づ

い
て

甲
か

ら
引

き
渡

し
を

受
け

た
産

業
廃

棄
物
の
処
理
が
未
だ
に
完
了
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は

、
乙

又
は

甲
は

、
次

の
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

②
　
本
契
約
は
、
有
効
期
間
を

（
注
：
契
約
当
事
者
が
下
記
の
①
②

の
い

ず
れ

か
を

選
択

す
る

こ
と

）

①
　
本
契
約
は
、

有
効
期
間
を

（
１

）
乙

の
義

務
違

反
に

よ
り

甲
が

解
除

し
た

場
合

イ
乙

は
、

解
除

さ
れ

た
後

も
、

そ
の

産
業

廃
棄

物
に

対
す

る
本

契
約

に
基

づ
く

乙
の

業
務

を
遂

行
す

る

責
任

は
免

れ
な

い
こ

と
を

承
知

し
、

そ
の

残
っ

て
い

る
産

業
廃

棄
物

に
つ

い
て

の
処

分
の

業
務

を
自

ら
実

行
す

る
か

、
又

は
甲

の
承

諾
を

得
た

上
で

、
許

可
を

有
す

る
別

の
業

者
に

自
己

の
費

用
を

も
っ

て
行

わ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ロ
乙

が
他

の
業

者
に

委
託

す
る

場
合

に
、

そ
の

業
者

に
対

す
る

報
酬

を
支

払
う

資
金

が
乙

に
な

い
と

き

は
、

乙
は

そ
の

旨
を

甲
に

通
知

し
、

資
金

の
な

い
こ

と
を

明
確

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ハ
上

記
ロ

の
場

合
、

甲
は

、
当

該
業

者
に

対
し

、
差

し
当

た
り

、
甲

の
費

用
負

担
を

も
っ

て
、

乙
の

も

と
に

あ
る

未
処

理
の

産
業

廃
棄

物
の

処
分

を
行

わ
し

め
る

も
の

と
し

、
乙

に
対

し
て

、
甲

が
負

担
し

た
費

用
の

償
還

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
２

）
甲

の
義

務
違

反
に

よ
り

乙
が

解
除

し
た

場
合

乙
は

、
甲

に
対

し
、

甲
の

義
務

違
反

に
よ

る
損

害
の

賠
償

を
請

求
す

る
と

と
も

に
、

乙
の

も
と

に
あ

る

未
処

理
の

産
業

廃
棄

物
を

、
甲

の
費

用
を

も
っ

て
当

該
産

業
廃

棄
物

を
引

き
取

る
こ

と
を

要
求

し
、

も
し

く
は

乙
の

費
用

負
担

を
も

っ
て

甲
の

事
業

場
に

運
搬

し
た

上
、

甲
に

対
し

当
該

運
搬

の
費

用
を

請
求

す
る

こ
と

が
で
き

る
。

第
１

３
条

（
協

議
）

本
契

約
に

定
め

の
な

い
事

項
又

は
本

契
約

の
各

条
項

に
関

す
る

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、
関

係
法

令
に

従
い

、
そ

の
都

度
、

甲
乙

が
誠

意
を

も
っ

て
協

議
し

、
こ

れ
を

取
り

決
め

る
も

の
と

す
る

。

第
１

４
条
（
契

約
の

有
効
期

間
）

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

の

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

と
す

る
。 年
間

と
し

、

期
間

満
了

の
ヶ
月

前
ま

で
に

、
甲

乙
の

一
方

か
ら

相
手

か
ら

に
対

す
る

書
面

に
よ

る
解

約
の

申
し

入
れ

が
な

い

限
り

、
同

一
条

件
で
更

新
さ

れ
た

も
の

と
し

、
そ

の
後

も
同

様
と

す
る

。

本
契

約
の

成
立

を
証

す
る

た
め

に
本

書
２

通
を

作
成

し
、
甲

乙
は

、
各

々
記

名
押

印
の

上
、
各

１
通

を
保

有
す

る
。

年
月

日

甲
印

乙
印

第
１

２
条

（
契

約
の

解
除
）

１
甲

及
び

乙
は

、
相

手
方

が
本

契
約

の
各

条
項

の
い

ず
れ

か
に

違
反

し
た

と
き

は
、
書

面
に

よ
る

催
告

の
上

、
相

互
に

本
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
甲

及
び

乙
は

、
相

手
方

が
反

社
会

的
勢

力
（

暴
力

団
等

）
で

あ
る

場
合

又
は

反
社

会
的

勢
力

と
密

接
な

関
係

が

あ
る

場
合

に
は

、
相

手
に

催
告

す
る

こ
と

な
く

、
本

契
約

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
甲

又
は

乙
か

ら
契

約
を

解
除

し
た

場
合

に
お

い
て

、
本

契
約

に
基

づ
い

て
甲

か
ら

引
き

渡
し

を
受

け
た

産
業

廃

棄
物

の
処

理
が

未
だ

に
完

了
し

て
い

な
い

も
の

が
あ

る
と

き
は

、
乙

又
は

甲
は

、
次

の
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

②
　

本
契

約
は

、
有

効
期

間
を

（
注

：
契

約
当

事
者

が
下

記
の

①
②

の
い

ず
れ

か
を

選
択

す
る

こ
と

）

①
　

本
契

約
は

、
有
効

期
間

を
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様
式
３
 

産
業
廃
棄
物
収
集
・
運
搬
及
び
処
分
委
託
基
本
契
約
書
 

      
 
 
排
出
事
業
者
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）

と
、
 

 
 
 
収
集
運
搬
及
び

処
分
業
者
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

以
下
「

乙
」
と

い
う

。
）
は

、
 

 
 
 
甲
の
事
業
場
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
か

ら
排

出
さ

れ
る

産
業

廃
棄

物
の

収
集

・
 

 
 
運
搬
及
び
処
分
に

関
し
て
次
の
と
お
り
基
本
契
約
を
締
結
す
る
。
 

第
１

条
（

法
令

の
遵

守
）

 

 
甲
及
び
乙
は
、
処
理
業
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
す
る
も
の
と
す

る
。
 

第
２

条
（

委
託

内
容

）
 

 
 
１
（
乙
の
事
業
範

囲
）
 

 
乙
の
事
業
範
囲

は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、
乙
は
、
こ
の
事
業

範
囲

を
証

す
る

も
の

と
し

て
、
許

可
証

の
写

し

を
甲
に
提
出
し
、
本
契
約
書
に
添
付
す
る
も
の
と
し
、
下
記
に
記
載

の
許

可
事

項
に

変
更

が
あ

っ
た

と
き

は
、
速

や

か
に
そ
の
旨
を
甲

に
書
面
を
も
っ
て
通
知
す
る
と
と
も
に
、
変
更

後
の

許
可

証
の

写
し

を
甲

に
提

出
し

、
本

契
約

書

に
添
付
す
る
。
 

 
◎
収
集
運
搬
に

関
す
る
事
業
範
囲
 

〔
産
廃
〕
 

 
許
可
都
道
府
県

・
政
令
市
：
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
許
可
都

道
府

県
・

政
令

市
：

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
許

可
の

有
効

期
限

：
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
許

可
の

有
効

期
限

：
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
事

業
範

囲
：
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
事

業
範

囲
：

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
許

可
の

条
件

：
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
許

可
の

条
件

：
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
許

可
番

号
：
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
許

可
番

号
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

〔
特
管
〕
 

 
許
可
都
道
府
県

・
政
令
市
：
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
許
可
都

道
府

県
・

政
令

市
：

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
許

可
の

有
効

期
限

：
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
許

可
の

有
効

期
限

：
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
事

業
範

囲
：
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
事

業
範

囲
：

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
許

可
の

条
件

：
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
許

可
の

条
件

：
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
許

可
番

号
：
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
許

可
番

号
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
◎
処
分
に
関
す

る
事
業
範
囲
 

〔
産
廃
〕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
特
管

〕
 

 
許
可
都
道
府
県

・
政
令
市
：
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
許
可
都

道
府

県
・

政
令

市
：

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
許

可
の

有
効

期
限

：
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
許

可
の

有
効

期
限

：
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
事

業
範

囲
：
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
事

業
範

囲
：

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
産

業
廃

棄
物

の
種

類
：
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
産

業
廃

棄
物

の
種

類
：

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
許

可
の

条
件

：
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
許

可
の

条
件

：
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
許

可
番

号
：
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
許

可
番

号
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

収
入
 

印
紙
 

２
（

委
託

す
る

産
業

廃
棄

物
の

種
類

、
数

量
及

び
単

価
）

甲
が

、
乙

に
収

集
・
運

搬
を

委
託

す
る

産
業

廃
棄

物
の

種
類

、
数

量
及

び
収

集
・
運

搬
単

価
は

、
次

の
と

お
り

と

す
る

。 ◎
収

集
・

運
搬

に
関

す
る

種
類

、
数

量
及

び
委

託
単

価

種
類

：

数
量

：

単
価

（
税

抜
）

：

◎
処

分
に

関
す
る

種
類

、
数

量
及

び
委

託
単

価

種
類

：

数
量

：

単
価

（
税

抜
）

：

３
（

輸
入

廃
棄

物
の

有
・

無
）

甲
が

、
乙

に
委

託
す

る
産

業
廃

棄
物

が
輸

入
さ

れ
た

廃
棄

物
で

あ
る

場
合

は
、

そ
の

旨
を

記
載

す
る

。

（
注

：
下

記
の

①
②

の
い

ず
れ

か
を

選
択

す
る

こ
と

）

①
輸

入
廃

棄
物
：

無

②
輸

入
廃

棄
物
：

有

４
（

処
分

の
場

所
、

方
法

及
び

処
理

能
力

）

乙
は

、
甲

か
ら

委
託

さ
れ

た
第

２
項

の
産

業
廃

棄
物

を
次

の
と

お
り

処
分

す
る

。

事
業

場
の

名
称

：

所
在

地
：

処
分

の
方

法
：

施
設

の
処

理
能

力
：

５
（

最
終

処
分

の
場

所
、

方
法

及
び

処
理

能
力

）

甲
か

ら
、

乙
に

委
託

さ
れ

た
産

業
廃

棄
物

の
最

終
処

分
（

予
定

）
を

次
の

と
お

り
と

す
る

。

最
終

処
分

先
の

番
号

事
業

場
の

名
称

所
在

地
処

分
方

法
施

設
の

処
理

能
力

６
（

積
替

保
管

）
（
注
：

契
約

当
事

者
が

下
記

の
①

②
③

の
い

ず
れ

か
を

選
択

す
る

こ
と

）

①
乙

は
、

甲
か

ら
委

託
さ

れ
た

産
業

廃
棄

物
の

積
替

え
を

行
わ

な
い

。

②
乙

は
、
甲

か
ら
委

託
さ

れ
た

産
業

廃
棄

物
の

積
替

保
管

を
行

う
。
積

替
保

管
は

法
令

に
基

づ
き

か
つ

、
第

１
４

条
で

定
め

る
契

約
期

間
内

に
確

実
に

収
集

・
運

搬
で

き
る

範
囲

で
行

う
。

こ
の

場
合

安
定

型
産

業
廃

棄
物

は
、

他
の

安
定

型
産

業
廃

棄
物

と
混

合
す

る
こ

と
が

あ
り

得
る

も
の

と
す

る
。
な

お
、
積

替
保

管
の

場
所

に
お

い
て

選
別

は
行

わ
な
い

こ
と

と
す

る
。
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③
乙
は
、
甲
か

ら
委
託
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
積
替
保
管
を
行

う
。
積

替
保

管
は

法
令

に
基

づ
き

か
つ

、
第

１
４

条
で
定
め
る
契
約
期
間
内
に
確
実
に
収
集
・
運
搬
で
き
る
範

囲
で

行
う

。
こ

の
場

合
乙

は
こ

の
契

約
に

係
る

産

業
廃
棄
物
を
他
人
の
産
業
廃
棄
物
と
混
合
し
て
は
な
ら
な
い

。
な

お
、
積

替
保

管
の

場
所

に
お

い
て

選
別

は
行

わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

積
替
保
管
施
設
に
搬
入
で
き
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
：

積
替
保
管
施
設
の
所
在
地
：

積
替
保
管
施
設
の
保
管
上
限
：

第
３

条
（
適
正

処
理

に
必
要

な
情

報
の
提

供
）

１
甲
は
、
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
た
め
に
必
要
な
以
下

の
情

報
を

、
あ

ら
か

じ
め

書
面

を
も

っ
て

乙
に

提

供
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
以

下
の

情
報

を
具

体
化

し
た

「
廃

棄
物

デ
ー

タ
シ

ー
ト

」
（

環
境

省
の

「
廃

棄
物

情
報

の
提

供
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

第
３

版
）
」

を
参

照
）

の
項

目
を

参
考

に
書

面
の

作
成

を
行

う
も

の

と
す
る
。

ア
産
業
廃
棄
物
の
発
生
工
程

イ
産
業
廃
棄
物
の
性
状
及
び
荷
姿

ウ
腐
敗
、
揮
発
等
性
状
の
変
化
に
関
す
る
事
項

エ
混
合
等
に
よ
り
生
ず
る
支
障

オ
日
本
産
業
規
格

C
0
9
5
0
号
に
規
定
す
る
含
有
マ
ー

ク
が

付
さ

れ
た

廃
製

品
の

場
合

に
は

、
含

有
マ

ー

ク
表
示
に
関
す
る
事
項

カ
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃

棄
物

又
は

水
銀

含
有

ば
い

じ
ん

等
が

含
ま

れ
る

場

合
は
、
そ
の
事
項

キ ク
そ
の
他
取
扱
い
の
注
意
事
項

２
甲
は
、
委
託

契
約
の
有
効
期
間
中
、
適
正
な
処
理
及
び
事
故

防
止

並
び

に
処

理
費

用
等

の
観

点
か

ら
、
委

託
す

る
産
業
廃
棄
物
の
性
状
等
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
乙
に

対
し

速
や

か
に

書
面

を
も

っ
て

そ
の

変
更

の
内

容

及
び
程
度
の
情
報
を
通
知
す
る
。

な
お
、
乙
の
業
務
及
び
処
理
方
法
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ

れ
が

あ
る

場
合

の
性

状
等

の
変

動
幅

は
、
製

造
工

程
又
は
産
業
廃
棄
物
の
発
生
工
程
の
変
更
に
よ
る
性
状
の
変

更
や

腐
敗

等
の

変
化

、
混

入
物

の
発

生
等

の
場

合

で
あ
り
、
甲
は
、
通
知
す
る
変
動
幅
の
範
囲
に
つ
い
て
、
あ

ら
か

じ
め

乙
と

協
議

の
上

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

３
甲
は
、
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
の
性
状
が
書
面
の
情
報
の
と
お

り
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

、
乙

に
引

き
渡

す
容

器
等

に
表

示
す

る
（

環
境

省
の

「
廃

棄
物

情
報

の
提

供
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

第
３

版
）
」

の
「

容
器

貼

付
用
ラ
ベ
ル
」
参
照
）
。

４
甲
は
、
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
記
載
事
項

を
正

確
に

も
れ

な
く

記
載

し
、
虚

偽
又

は
記

載

漏
れ
が
あ
る
場
合
は
、
乙
は
、
委
託
物
の
引
き
取
り
を
一
時

停
止

し
、
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
の

記
載

修
正

を
甲

に
求

め
、
修
正
内
容
を
確
認
の
上
、
委
託
物
を
引
き
取
る
こ
と
と
す

る
。

５
甲
は
、
次
の

産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
契
約
の
有
効
期
間
内
に

以
下

に
定

め
る

と
お

り
、
公

的
検

査
機

関
又

は

環
境

計
量

証
明

事
業

所
に

お
い

て
「

産
業

廃
棄

物
に

含
ま

れ
る

金
属

等
の

検
定

方
法

」
（

昭
和

４
８

年
２

月
環

委
託

者
が

特
定

化
学

物
質

の
環

境
へ

の
排

出
量

の
把

握
等

及
び

管
理

の
改

善
の

促
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
十

一
年

法
律

第
八

十
六

号
）
第

二
条

第
五

項
に

規
定

す
る

第
一

種
指

定
化

学
物

質
等

取
扱

事

業
者

で
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
、
か

つ
、
委

託
す

る
産

業
廃

棄
物

に
同

条
第

二
項

に
規

定
す

る
第

一
種

指
定

化
学

物
質
（
同

法
第

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
第

一
種

指
定

化
学

物
質

等
取

扱
事

業
者

が
排

出
量

及
び

移
動

量
を

把
握

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
第

一
種

指
定

化
学

物
質

に
限

る
。
）
が

含
ま

れ
、

又
は

付
着

し
て

い
る

場
合

に
は
、
そ

の
旨

並
び

に
当

該
産

業
廃

棄
物

に
含

ま
れ
、
又

は
付

着
し

て
い

る
当
該
廃
棄
物
の
名
称
及
び
量
又
は
割
合

３
乙

が
第

１
項

の
業

務
の

過
程

に
お

い
て

第
三

者
に

損
害

を
及

ぼ
し

た
場

合
に

、
甲

の
指

図
又

は
甲

の
委

託
の

仕

方
（

甲
の

委
託

し
た

産
業

廃
棄

物
の

種
類

又
は

性
状

等
に

よ
る

原
因

を
含

む
。
）

に
原

因
が

あ
る

と
き

は
、

甲

に
お

い
て

賠
償
し

、
乙

に
負

担
さ

せ
な

い
。

４
第

１
項

の
業

務
の

過
程

に
お

い
て

乙
に

損
害

が
発

生
し

た
場

合
に

、
甲

の
指

図
又

は
甲

の
委

託
の

仕
方
（

甲
の

委
託

し
た

産
業

廃
棄

物
の

種
類

又
は

性
状

等
に

よ
る

原
因

を
含

む
。
）

に
原

因
が

あ
る

と
き

は
、

甲
が

乙
に

そ

の
損

害
を

賠
償
す

る
。

第
５

条
（

再
委

託
の

禁
止
）

乙
は

、
甲

か
ら

委
託

さ
れ

た
産

業
廃

棄
物

の
収
集
・
運

搬
及

び
処

分
業

務
を

他
人

に
委

託
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
甲

の
書

面
に

よ
る

承
諾

を
得

て
法

令
の

定
め

る
再

委
託

の
基

準
に

従
う

場
合

は
、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

第
６

条
（

業
務

の
譲

渡
等
）

乙
は

、
本

契
約

上
の

義
務

を
第

三
者

に
譲

渡
し

、
又

は
承

継
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
。

第
７

条
（

委
託

業
務

終
了
報

告
）

乙
は

甲
か

ら
委

託
さ

れ
た

産
業

廃
棄

物
の

業
務

が
終

了
し

た
後

、
直

ち
に

業
務

終
了

報
告

書
を

作
成

し
甲

に
提

出

す
る

。
た

だ
し

、
業

務
終

了
報

告
書

は
、
収

集
・
運

搬
業

務
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

運
搬

区
間

に
応

じ
た

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

Ｂ
２

票
、
Ｂ

４
票

、
Ｂ

６
票

、
又

は
電

子
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
の

運
搬

終
了

報
告

で
、
処

分
業

務
に

つ
い

て
は

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

Ｄ
票
、

又
は

電
子

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

の
処

分
終

了
報

告
で

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
８

条
（

業
務

の
一

時
停
止

）

１
乙

は
、
甲

か
ら
委

託
さ

れ
た

産
業

廃
棄

物
の

適
正

処
理

が
困

難
と

な
る

事
由

が
生

じ
た

と
き

は
、
業

務
を

一
時

停
止

し
、
直

ち
に

甲
に

当
該

事
由

の
内

容
及

び
、
甲

に
お

け
る

影
響

が
最

小
限

と
な

る
措

置
を

講
ず

る
旨

を
書

面
に

よ
り

通
知

す
る

。
甲

は
そ

の
間

は
、

新
た

な
処

理
の

委
託

は
行

わ
な

い
こ

と
と

す
る

。

２
甲

は
、
乙

か
ら

前
項

の
通

知
を

受
け

た
と

き
は

、
速

や
か

に
現

状
を

把
握

し
た

上
で

、
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

第
９

条 １
甲

は
、

乙
に

対
し

毎
月

一
定

の
期

日
を

定
め

て
収

集
・

運
搬

業
務

及
び

処
分

業
務

の
料

金
を

支
払

う
。

２
甲

の
委

託
す

る
産

業
廃

棄
物

の
収

集
・
運

搬
業

務
及

び
処

分
業

務
に

関
す

る
料

金
は

、
第

２
条

第
２

項
で

定
め

る
単

価
（

税
抜

）
に

基
づ

き
算

出
す

る
。

３
甲

の
委

託
す

る
産

業
廃

棄
物

の
収

集
・
運

搬
業

務
及

び
処

分
業

務
に

対
す

る
料

金
に

つ
い

て
の

消
費

税
は

、
甲

が
負

担
す

る
。

４
料

金
の

額
が

経
済

情
勢

の
変

化
及

び
第

３
条

第
２

項
、
第

８
条

等
に

よ
り

不
相

当
と

な
っ

た
と

き
は

、
甲

乙
協

議
の

上
、

こ
れ
を

改
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

に
損

害
を

及
ぼ
し

た
と

き
は

、
乙

に
お

い
て

そ
の

損
害

を
賠

償
し

、
甲

に
負

担
さ

せ
な

い
。

２
乙

が
、
前

項
の
業

務
の

過
程

に
お

い
て

法
令

に
違

反
し

た
業

務
を

行
い

、
又

は
過

失
に

よ
っ

て
甲

又
は

第
三

者

境
庁

告
示

第
１

３
号

）
に

よ
る

試
験

を
行

い
、

分
析

証
明

書
を

乙
に

提
示

す
る

。

産
業

廃
棄

物
の

種
類

：

提
示

す
る

時
期

又
は

回
数

：

第
４

条
（

甲
乙

の
責

任
範
囲

）

１
乙

は
、
甲

か
ら
委

託
さ

れ
た

産
業

廃
棄

物
を

、
そ

の
積

み
込

み
作

業
の

開
始

か
ら

処
分

の
完

了
ま

で
、
法

令
に

基
づ

き
適

正
に
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
・

消
費
税
・

支
払

い
）

料
金
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本
契

約
の

成
立

を
証

す
る

た
め

に
本

書
２

通
を

作
成

し
、
甲

乙
は

、
各

々
記

名
押

印
の

上
、
各

１
通

を
保

有
す

る
。

年
月

日

甲
印

乙
印

２
甲
及
び
乙
は
、
相
手
方
が
反
社
会
的
勢
力
（
暴
力
団
等
）
で

あ
る

場
合

又
は

反
社

会
的

勢
力

と
密

接
な

関
係

が

あ
る
場
合
に
は
、
相
手
に
催
告
す
る
こ
と
な
く
、
本
契
約
を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
甲
又
は
乙
か
ら
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
、
本
契
約
に

基
づ

い
て

甲
か

ら
引

き
渡

し
を

受
け

た
産

業
廃

棄
物
の
処
理
が
未
だ
に
完
了
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は

、
乙

又
は

甲
は

、
次

の
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

（
１
）
乙
の

義
務
違
反
に
よ
り
甲
が
解
除
し
た
場
合

イ
乙

は
、

解
除

さ
れ

た
後

も
、

そ
の

産
業

廃
棄

物
に

対
す

る
本

契
約

に
基

づ
く

乙
の

業
務

を
遂

行
す

る

責
任

は
免

れ
な

い
こ

と
を

承
知

し
、

そ
の

残
っ

て
い

る
産

業
廃

棄
物

に
つ

い
て

の
収

集
・

運
搬

及
び

処
分

の
業

務
を

自
ら

実
行

す
る

か
、

又
は

甲
の

承
諾

を
得

た
上

で
、

許
可

を
有

す
る

別
の

業
者

に
自

己
の
費
用
を
も
っ
て
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

ロ
乙

が
他

の
業

者
に

委
託

す
る

場
合

に
、

そ
の

業
者

に
対

す
る

報
酬

を
支

払
う

資
金

が
乙

に
な

い
と

き

は
、
乙
は
そ
の
旨
を
甲
に
通
知
し
、
資
金
の
な
い

こ
と

を
明

確
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ハ
上

記
ロ

の
場

合
、

甲
は

、
当

該
業

者
に

対
し

、
差

し
当

た
り

、
甲

の
費

用
負

担
を

も
っ

て
乙

の
も

と

に
あ
る
未
処
理
の
産
業
廃
棄
物
の
収
集
・
運
搬
及

び
処

分
を

行
わ

し
め

る
も

の
と

し
、
乙

に
対

し
て

、

甲
が
負
担
し
た
費
用
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き

る
。

（
２
）
甲
の
義
務
違
反
に
よ
り
乙
が
解
除
し
た
場
合

乙
は

、
甲

に
対

し
、

甲
の

義
務

違
反

に
よ

る
損

害
の

賠
償

を
請

求
す

る
と

と
も

に
、

乙
の

も
と

に
あ

る

未
処

理
の

産
業

廃
棄

物
を

、
甲

の
費

用
を

も
っ

て
当

該
産

業
廃

棄
物

を
引

き
取

る
こ

と
を

要
求

し
、

も
し

く
は

乙
の

費
用

負
担

を
も

っ
て

甲
の

事
業

場
に

運
搬

し
た

上
、

甲
に

対
し

当
該

運
搬

の
費

用
を

請
求

す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
１

３
条
（
協

議
）

本
契
約
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
本
契
約
の
各
条
項
に
関
す
る
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
関

係
法

令
に

従
い

、
そ

の
都
度
、
甲
乙
が
誠
意
を
も
っ
て
協
議
し
、
こ
れ
を
取
り
決
め
る
も

の
と

す
る

。

第
１

４
条
（
契

約
の

有
効
期

間
）

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま

で
の

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま

で
と

す
る

。 年
間

と
し

、

期
間
満
了
の

ヶ
月
前
ま
で
に
、
甲
乙
の
一
方
か
ら
相
手
か
ら

に
対

す
る

書
面

に
よ

る
解

約
の

申
し

入
れ

が
な

い

限
り
、
同
一
条
件
で
更
新
さ
れ
た
も
の
と
し
、
そ
の
後
も
同
様
と

す
る

。

本
契
約
の
成
立
を
証
す
る
た
め
に
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
は

、
各

々
記

名
押

印
の

上
、
各

１
通

を
保

有
す

る
。

年
月

日

甲
印

互
に
本
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
１

２
条
（
契

約
の

解
除
）

１
甲
及
び
乙
は
、
相
手
方
が
本
契
約
の
各
条
項
の
い
ず
れ
か
に

違
反

し
た

と
き

は
、
書

面
に

よ
る

催
告

の
上

、
相

第
１

０
条
（
内

容
の

変
更
）

甲
又
は
乙
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
委
託
業
務
の
内
容
を
変
更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
契

約
単

価
（

税
抜

）
又

は
契

約
の

有
効

期
間

を
変

更
す

る
と

き
、

又
は

予
定

数
量

に
大

幅
な

変
動

が
生

ず
る

と
き

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、
書

面
に

よ
り

こ
れ

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

第
３

条
第

２
項

、
第

８
条

の
場

合
も

同
様

と
す

る
。

第
１

１
条
（
機

密
保

持
）

甲
及

び
乙

は
、

本
契

約
に

関
連

し
て

、
業

務
上

知
り

得
た

相
手

方
の

機
密

を
第

三
者

に
漏

ら
し

て
は

な
ら

な
い

。

当
該
機
密
を
公
表
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
相
手
方
の
書

面
に

よ
る

許
諾

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

②
　
本
契
約
は
、
有
効
期
間
を

（
注
：
契
約
当
事
者
が
下
記
の
①
②
の

い
ず

れ
か

を
選

択
す

る
こ

と
）

①
　
本
契
約
は
、

有
効
期
間
を
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様
式

４
 

産
業
廃
棄
物
処
理
委
託
基
本
契
約
書

 
    

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

  
下

記
契

約
区

分
１

～
３

の
う

ち
い

ず
れ

か
１

つ
該

当
す

る
も

の
に

○
印

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
契

約
区

分
 

 １
 甲

は
、

甲
の

事
業

場
か

ら
出

る
産

業
廃

棄
物

の
収

集
・

運
搬

を
乙

に
委

託
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 ２
 甲

は
、

甲
の

事
業

場
か

ら
出

る
産

業
廃

棄
物

の
処

分
を

乙
に

委
託

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 ３
 甲

は
、

甲
の

事
業

場
か

ら
出

る
産

業
廃

棄
物

の
収

集
・

運
搬

及
び

処
分

を
乙

に
委

託
す

る
。

 

本
契

約
の

成
立

を
証

す
る

た
め

に
本

書
２

通
を

作
成

し
、

甲
、

乙
は

各
々

記
名

押
印

の
上

、
各

１
通

を
保

有
す

る
。

 

  
甲

及
び

乙
は

、
下

記
＜

委
託

業
務

の
内

容
＞

に
記

載
さ

れ
た

産
業

廃
棄

物
（

以
下

「
廃

棄
物

」
と

い
う

。
）

の
収

集
・

運
搬

も
し

く
は

処
分

又
は

収
集
・
運

搬
及

び
処

分
を

廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

に
し

た
が

い
適

正
に

行
う

た
め

、
本

契
約

書
、
産

業
廃

棄
物

処
理

委
託

基
本

契
約

約
款

及
び

本
契

約
書

添
付

の
書

類
に

よ
っ

て
産

業
廃

棄
物

処
理

委

託
基

本
契

約
を

締
結

す
る

。
 

  
 

 
 

 
 

住
所

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

排
出

事
業

者
 
氏

名
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
）
 

 
（

甲
）

 
代

表
者

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）
 

  
 

 
 

 
 

住
所

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

処
理

業
者

 
 

氏
名

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
）
 

 
（

乙
）

 
代

表
者

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 
（

以
下

「
乙

」
と

い
う

。
）
 

  
事

業
の

範
囲

（
下

表
の

許
可

区
分

の
□

の
該

当
す

る
も

の
に

「
レ

」
を

記
入

し
、

許
可

品
目

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
空

欄
は

斜
線

を
引

い
て

く
だ

さ
い

。
）
 

許
可

区
分

 
□

収
集

運
搬

（
積

み
込

み
場

所
）

 
□

収
集

運
搬

（
荷

下
ろ

し
場

所
）

 

産
業

廃
棄

物
の

許
可

品
目

 
 

 

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
の

許
可

品
目

 
 

 

許
可

区
分

 
□

中
間

処
理

（
 

 
 

 
 

 
）

 
□

最
終

処
分

（
 

 
 

 
 

 
）

 

産
業

廃
棄

物
の

許
可

品
目

 
 

 

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
の

許
可

品
目

 
 

 

※
 
乙

は
、

こ
の

事
業

の
範

囲
を

証
す

る
も

の
と

し
て

、
許

可
証

の
写

し
を

甲
に

提
出

し
、

本
契

約
書

に
添

付
す

る
も

の
と

し
、
許

可
事

項
に

変
更

が
あ

っ
た

と
き

は
、
速

や
か

に
そ

の
旨

を
甲

に
書

面
を

も
っ

て
通

知
す

る
と

と
も

に
、
変

更
後

の
許

可
証

の
写

し
を

甲
に

提
出

し
、

本
契

約
書

に
添

付
す

る
。

 

収
入

 

印
紙
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＜
委

託
業

務
の

内
容

＞

（
※

の
欄

に
つ

い
て

は
、

ア
・

イ
の

う
ち

該
当

す
る

も
の

に
○

印
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
空

欄
は

斜
線

を
引

い

て
く

だ
さ

い
。
）

（
１

）
契

約
の

有
効

期
間

年
　

　
　

月
　

　
　

日
か

ら
年

　
　

　
月

　
　

　
日

ま
で

（
２

）
契

約
区

分
が

１
（

収
集

・
運

搬
）

又
は

３
（

収
集

・
運

搬
及

び
処

分
）

の
場

合

 
 
 
 
（

乙
の

運
搬

の
最

終
目

的
地

及
び

積
替

・
保

管
に

関
す

る
事

項
）

運
搬
の
最
終
目

的
地
の
所
在
地

※
ア

積
替
・
保
管
を
行
う

イ
積
替
・
保
管
を
行
わ
な
い

積
替
・
保
管
の
所
在
地

積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限

搬
入
で
き
る
廃
棄
物
の
種
類

安
定
型

産
業
廃

棄
物
で

あ
る
と

き
は
、

積
替
・

保
管
場

所
に
お

い
て
他

の
廃
棄

物
と
混

合
す
る

こ
と
の
許
否

※
ア

混
合
す
る

イ
混
合
し
な
い

（
３

）
契

約
区

分
が

２
（

処
分

）
又

は
３

（
収

集
・

運
搬

及
び

処
分

）
の

場
合

（
乙

の
処

分
、

最
終

処
分

及
び

再
生

利
用

等
に

関
す

る
事

項
）

・
委

託
す

る
産

業
廃

棄
物

の
種

類
、

予
定

数
量

、
契

約
単

価
（

税
抜

）
、

適
正

処
理

に
必

要
な

情
報

等
。

・
輸

入
廃

棄
物

の
有

無
－

委
託

す
る

産
業

廃
棄

物
が

輸
入

さ
れ

た
廃

棄
物

で
あ

る
場

合
委

は
、
「

有
」

に
〇

印
を

付
け

ま
す

。

（
　

）
内

の
単

位
は

い
ず

れ
か

１
つ

を
選

ん
で

○
で

囲
み

、
予

定
数

量
の

欄
並

び
に

収
集

・
運

搬
単

価
及

び
処

分
単

価
の

欄
に

は
、

車
の

台
数

、
容

器

の
個

数
等

を
単

位
と

し
て

も
よ

い
が

、
必

ず
ト

ラ
ッ

ク
の

積
載

重
量

、
容

器
の

容
量

等
単

位
が

明
確

に
な

る
も

の
を

産
業

廃
棄

物
処

理
委

託
契

約
約

款

の
特

約
の

記
載

欄
に

記
入

し
ま

す
。
）

１
２

３

産
業

廃
棄

物
の

種
類

予
定

数
量

（
㎏

･
ｌ

･
ｔ

･
㎥

･
台

･
個

）

（
合

計
予

定
数

量
）

収
集

・
運

搬
単

価

（
税

抜
）

円
／

（
㎏

･
ｌ

･
ｔ

･
㎥

･
台

･
個

）

円
／

（
㎏

･
ｌ

･
ｔ

･
㎥

･
台

･
個

）

（
㎏

･
ｌ

･
ｔ

･
㎥

･
台

･
個

）

円
／

（
㎏

･
ｌ

･
ｔ

･
㎥

･
台

･
個

）

円
／

（
㎏

･
ｌ

･
ｔ

･
㎥

･
台

･
個

）

（
㎏

･
ｌ

･
ｔ

･
㎥

･
台

･
個

）
（

㎏
･
ｌ

･
ｔ

･
㎥

･
台

･
個

）

円 円

円
／

（
㎏

･
ｌ

･
ｔ

･
㎥

･
台

･
個

）

円
／

（
㎏

･
ｌ

･
ｔ

･
㎥

･
台

･
個

）

（
合

計
予

定
収

集
・

運
搬

金
額

）

処
分

単
価

（
税

抜
）

（
合

計
予

定
処

分
金

額
）

処
分

の
方

法

輸
入

廃
棄

物
の

有
無

輸
入

廃
棄

物
：

無
・

有
輸

入
廃

棄
物

：
無

・
有

輸
入

廃
棄

物
：

無
・

有

処
分
施
設
の
処
理
能
力

（
番
号
）

（
番
号
）

（
番
号
）

（
番
号
）

（
番
号
）

（
番
号
）

（
番
号
）

（
番
号
）

（
番
号
）

処
分
施
設
の
所
在
地

最
終

処
分

（
予

定
）

施
設
（
再

生
を

含
む
）

の
所

在
地

★
処

分
方

法
・

処
理

能
力

は
別

表
に

記
載

適 正 処 理 に 必 要 な 情 報

「
最

終
処
分

（
予

定
）

の
情

報
記

載
欄

」
に

続
く

性
状

・
荷

姿

性
状

の
変

化

混
合

等
に

よ
る

変
化 そ

の
他

取
扱

注
意

事
項

水
銀

含
有

ば
い

じ

ん
等

の
有

無

廃
棄

物
に

含
有

等

す
る

第
一

種
指

定

化
学

物
資

の
名

称

及
び

量
又

は
割

合

水
銀

使
用

製
品

産

廃
の

有
無

特
定

産
廃

の
有

無

石
綿

含
有

産
廃

の

有
無

含
有

マ
ー

ク
の

有

無
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   最
終
処
分
（
予
定
）
の
情
報
記
載
欄
 

最
終
処
分
先
の
番
号
 

最
終
処
分
の
方
法
 

最
終
処
分
施
設
の
処
理
能
力
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

産
業
廃
棄
物
処
理
委
託
基
本
契
約
約
款
 

 

第
１
条
（

法
令
の

遵
守
）
 

 
甲
及
び
乙
は
、
処
理
業
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
す

る
も

の
と

す

る
。
 

 第
２
条
（

委
託
内

容
）
 

１
 
契
約
内
容
に
収
集
・
運
搬
の
委
託
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
乙

は
、
甲
か
ら
委
託
さ
れ
た
廃
棄
物
を
＜
委
託
業
務
の
内
容
＞
に

示
す

運
搬

の
最

終
目

的
地

の
所

在
地

ま
で

許
可

さ
れ

た
車

両

で
適
正
に
運
搬
す
る
。
 

２
 
契
約
内
容
に
処
分
の
委
託
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
乙
は
、
甲

か
ら

委
託

さ
れ

た
廃

棄
物

を
＜

委
託

業
務

の
内

容
＞

に
示

す

方
法
及
び
施
設
に
て
適
正
に
処
分
す
る
。
 

 第
３
条
（

適
正
処

理
に
必

要
な
情

報
の
提

供
）

 
１
 
甲
は
、
廃

棄
物
の
適
正
処

理
の
た
め
に
必

要
な
情
報
と
し

て
、

＜
委

託
業

務
の

内
容

＞
の

適
正

処
理

に
必

要
な

情
報

の
欄

に

記
入
し
、
乙
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 （

１
）
 
甲
は
、
＜
委
託
業

務
の
内
容
＞
の
「
適
正
処
理
に
必
要

な
情
報
」
で
は

情
報
提
供
が
不

十
分
な
場
合
、
「

廃
棄

物
デ
ー
タ
シ
ー
ト
（
環
境
省
の
「
廃
棄
物
情
報
の
提
供

に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
（
第

３
版
）
」
を
参
照

）
を

参
考
に
、
書
面
に
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
（
２
）
甲
は

、
委
託
契
約

の
有
効
期
間
中
、

適
正
な
処
理
及

び

事
故
防
止
並
び
に
処
理
費
用
等
の
観
点
か
ら
、
委
託
す

る
産
業
廃
棄
物

の
性
状
等
に
変

更
が
あ
っ
た
場

合
は
、

乙
に

対
し

速
や

か
に

書
面

を
も

っ
て

そ
の

変
更

の
内

容
及
び
程
度
の
情

報
を
通
知
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 

な
お
、
乙
の
業

務
及
び
処
理
方
法
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
場

合
の
、
性
状
等
の
変
動
幅
は
、
製
造

工
程

又
は

産
業

廃
棄

物
の

発
生

工
程

の
変

更
に

よ
る

性
状
の
変
更
や
腐
敗
等
の
変
化
、
混
入
物
の
発
生
等
の

場
合
で
あ
り
、
甲

は
乙
と
通
知
す
る
変
動
幅
の
範
囲
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
協
議
の
上
、
定
め
る
こ
と
と
す

る
。
 

 第
４
条
（

甲
乙
の

責
任
範

囲
）
 

１
 
乙
の
責
任
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１

）
 
委

託
業

務
が

契
約

区
分

１
（

収
集

・
運

搬
）

の
場

合

は
、
甲
か
ら
委
託
さ
れ
た
廃
棄
物
を
、
そ
の
積
み
込
み

作
業
の
開
始
か
ら
、
運
搬
の
最
終
目
的
地
の
所
在
地
に

お
け
る
荷
下
ろ
し

作
業
の
完
了
ま
で
、
法
令
に
基
づ
き

適
正
に
収
集
・
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
２
）
委
託
業
務
が
契
約

区
分
２
（
処
分
）
の

場
合
は
、
甲
か

ら
委
託
さ
れ
た
廃

棄
物
を
、
処
分
の
完
了
ま
で
、
法
令

に
基
づ
き
適
正
に

処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
３

）
委

託
業

務
が

契
約

区
分

３
（

収
集

・
運

搬
及

び
処

分
）

の
場
合
は
、
甲
か
ら
委
託
さ
れ
た
廃
棄
物
を
、
そ
の
積

み
込
み
作
業
の
開

始
か
ら
処
分
の
完
了
ま
で
、
法
令
に

基
づ
き
適
正
に
処

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
乙
が
、
第
１
項
（
１
）
、（

２
）
、（

３
）
の
い
ず
れ
か
の
業
務
の

過
程
に
お
い
て
法
令
に
違
反
し
た
業
務
を
行
い
、
ま
た
は
過
失

に
よ
っ
て
甲
又
は
第
三
者
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
と
き
は
、
乙
に

お
い
て
そ
の
損
害
を
賠
償
し
、
甲
に
負
担
さ
せ
な
い
。
 

３
 
乙
が
第
１
項
（
１
）
、（

２
）
、（

３
）
の
い
ず
れ
か
の
業
務
の
過

程
に
お
い
て
、
第
三
者
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
、
甲
の
指

図
又
は
甲
の
委
託
の
仕
方
（
甲
の
委
託
し
た
産
業
廃
棄
物
の
種

類
又
は
性
状
等

に
よ
る
原
因
を

含
む
。
）
に
原
因

が
あ
る
と
き

は
、
甲
に
お
い
て
賠
償
し
、
乙
に
負
担
さ
せ
な
い
。
 

４
 
第
１
項
（
１
）
、（

２
）
、（

３
）
の
い
ず
れ
か
の
業
務
の
過
程
に

お
い
て
乙
に
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
甲
の
指
図
又
は
甲
の

委
託
の
仕
方
（
甲
の
委
託
し
た
産
業
廃
棄
物
の
種
類
又
は
性
状

等
に
よ
る
原
因

を
含
む
。
）
に
原

因
が
あ
る
と
き

は
、
甲
が
乙

に
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
。
 

 第
５
条

（
再
委
託

の
禁
止

）
 

 
乙
は
、
甲
か
ら
委
託
さ
れ
た
廃
棄
物
の
処
理
を
他
人
に
委
託
し
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
甲
の
書
面
に
よ
る
承
諾
を
得
て
法
令
の
定

め
る
再
委
託
の
基
準
に
従
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。

 

 第
６
条

（
義
務
の

譲
渡
等

）
 

 
乙
は
、
本
契
約
上
の
義
務
を
第
三
者
に
譲
渡
し
、
又
は
承
継
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。
 

 第
７
条

（
委
託
業

務
終
了

報
告
）

 
 
乙
は
、
甲
か
ら
委
託
さ
れ
た
廃
棄
物
の
業
務
が
終
了
し
た
後
、
直

ち
に
業
務
終
了
報
告
書
を
作
成
し
、
甲
に
提
出
す
る
。
 

 
た
だ
し
、
業
務
終
了
報
告
書
は
、
次
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
又
は
、
電

子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
報
告
で
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
１

）
 
契

約
区

分
１

（
収

集
・

運
搬

）
に

つ
い

て
は

、
そ

れ

ぞ
れ

の
運

搬
区

間
に

応
じ

た
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
Ｂ

２
票

、

Ｂ
４

票
、

Ｂ
６

票
、

又
は

電
子

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

の
運

搬
終
了
報
告
で
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
２

）
 
契

約
区

分
２

（
処

分
）

に
つ

い
て

は
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト

Ｄ
票

、
又

は
電

子
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
の

処
分

終
了

報
告

で
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
３

）
 
契

約
区

分
３

（
収

集
・

運
搬

及
び

処
分

）
に

つ
い

て

は
、

収
集

・
運

搬
業

務
に

つ
い

て
は

そ
れ

ぞ
れ

の
運

搬
区
間
に
応
じ
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
Ｂ
２
票
、
Ｂ
４
票
、

Ｂ
６

票
、

又
は

電
子

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

の
運

搬
終

了
報

告
で

、
処

分
業

務
に

つ
い

て
は

Ｄ
票

、
又

は
電

子
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
の

処
分

終
了

報
告

で
代

え
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

 第
８
条

（
業
務
の

一
時
停

止
）
 

１
 
乙
は
、
甲
か
ら
委
託
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理
が
困
難

と
な
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
業
務
を
一
時
停
止
し
、
た

だ
ち
に
甲
に
当
該
事
由
の
内
容
及
び
、
甲
に
お
け
る
影
響
が
最

小
限
と
な
る
措
置
を
講
ず
る
旨
を
書
面
に
よ
る
通
知
す
る
。
甲

は
そ
の
間
は
、
新
た
な
処
理
の
委
託
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
乙
か
ら
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
現
状

を
把
握
し
た
上
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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 第
９
条
（

料
金
・

消
費
税

・
支
払

い
）
 

１
 
甲

は
、
乙

に
対

し
毎
月
一
定
の
期
日
を
定
め
て
処
理
業
務
の
料

金
を

支
払

う
。

 

２
 
甲

の
委

託
す

る
廃

棄
物
の
処
理
業
務
に
対
す
る
料
金
は
、
＜
委

託
業

務
の

内
容

＞
（
４
）
の
表
に
定
め
る
単
価
（
税
抜
）
に
基

づ
い

て
算

出
す

る
。

 

３
 

甲
の

委
託

す
る

廃
棄

物
の

処
理

業
務

に
対

す
る

料
金
に

つ
い

て
の

消
費

税
は

、
甲

が
負
担
す
る
。
 

４
 
料

金
の

額
が

経
済

情
勢
の

変
化
及
び
第
３

条
第
２
項
（
２
）
、

第
８

条
等

に
よ

り
不

相
当
と
な
っ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、

こ
れ

を
改

定
す

る
こ

と
が
で
き
る
。
 

 第
１
０
条

（
内
容

の
変
更

）
 

 
甲

又
は

乙
は

、
必

要
が
あ
る
場
合
は
委
託
業
務
の
内
容
を
変
更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
契
約
単
価
（
税
抜
）
又

は
契

約
の

有
効

期
間

を
変

更
す
る
と
き
、
又
は
予
定
数
量
に
大
幅
な

変
動

が
生

ず
る

と
き

は
、
甲
と
乙
で
協
議
の
上
、
書
面
に
よ
り
こ
れ

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

第
３

条
第
２
項
（
２
）
、
第
８
条
の
場

合

も
同

様
と

す
る

。
 

 第
１
１
条

（
機
密

保
持
）
 

 
甲

及
び

乙
は

、
本

契
約
に
関
連
し
て
、
業
務
上
知
り
え
た
相
手
方

の
機

密
を

第
三

者
に

漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
機
密
を
公
表
す

る
必

要
が

生
じ

た
場

合
に

は
、
相
手
方
の
書
面
に
よ
る
許
諾
を
得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 第
１
２
条

（
契
約

の
解
除

）
 

１
 
甲

及
び

乙
は

、
相

手
方
が
本
契
約
の
各
条
項
の
い
ず
れ
か
に
違

反
し

た
と

き
は

、
書
面
に
よ
る
催
告
の
上
、
相
互
に
本
契
約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

２
 
甲

及
び

乙
は

、
相

手
方
が
反
社
会
的
勢
力
（
暴
力
団
等
）
で
あ

る
場

合
又

は
反

社
会

的
勢

力
と

密
接

な
関

係
が

あ
る

場
合

に

は
、
相

互
に

催
告

す
る
こ
と
な
く
、
本
契
約
を
解
除
す
る
こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 
甲

又
は

乙
か

ら
契

約
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
本
契
約

に
基

づ
い

て
甲

か
ら

引
き

渡
し

を
受

け
た

廃
棄

物
の

処
理

が

い
ま
だ
に
完
了
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
乙
又
は
甲

は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
乙
の
義
務
違
反
に
よ
り
甲
が
解
除
し
た
場
合
 

イ
 
乙
は
、
解
除
さ
れ
た
後
も
、
そ
の
廃
棄
物
に
対
す

る
本

契
約

区
分

に
基

づ
く

乙
の

業
務

を
遂

行
す

る
責
任
は
免
れ
な
い
こ
と
を
承
知
し
、
そ
の
残
っ

て
い
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
の
収
集
・
運
搬
も
し
く

は
処
分
、
又
は
そ
の
両
方
の
業
務
を
自
ら
実
行
す

る
か
、
又
は
甲
の
承
諾
を
得
た
上
で
、
許
可
を
有

す
る

別
の

業
者

に
自

己
の

費
用

を
も

っ
て

行
わ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ロ
 
乙
が
他
の
業
者
に
委
託
す
る
場
合
に
、
そ
の
業
者

に
対

す
る

報
酬

を
支

払
う

資
金

が
乙

に
な

い
と

き
は
、
乙
は
そ
の
旨
を
甲
に
通
知
し
、
資
金
の
な

い
こ
と
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ハ
 
上
記
ロ
の
場
合
、
甲
は
、
当
該
業
者
に
対
し
、
差

し
当
た
り
、
甲
の
費
用
負
担
を
も
っ
て
、
乙
の
も

と
に
あ
る
未
処
理
の
廃
棄
物
の
収
集
・
運
搬
、
処

分
又
は
そ
の
両
方
を
行
わ
し
め
る
も
の
と
し
、
乙

に
対
し
て
、
甲
が
負
担
し
た
費
用
の
償
還
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
２
）
甲
の
義
務
違
反
に
よ
り
乙
が
解
除
し
た
場
合
 

 
乙
は
甲
に
対
し
、
甲
の
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
の

賠
償
を
請
求
す
る
と
と
も
に
、
乙
の
も
と
に
あ
る
未

処
理
の
廃
棄
物
を
、
甲
の
費
用
を
も
っ
て
当
該
廃
棄

物
を
引
き
取
る
こ
と
を
要
求
し
、
も
し
く
は
乙
の
費

用
負
担
を
も
っ
て
甲
の
事
業
場
に
運
搬
し
た
上
、
甲

に
対

し
当

該
運

搬
の

費
用

を
請

求
す

る
こ

と
が

で

き
る
。
 

 第
１
３
条

（
協
議

）
 

 
本

契
約

に
定

め
の

な
い

事
項

又
は

本
契

約
の

各
条

項
に

関
す

る

疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
関
係
法
令
に
し
た
が
い
、
そ
の
都
度
甲
乙

が
誠
意
を
も
っ
て
協
議
し
こ
れ
を
取
り
決
め
る
も
の
と
す
る
。

            

 
特
 
約

 
（

<委
託
業
務
の
内
容
>
(
４
)
ト
ラ
ッ
ク
の
積
載
重
量
、
容
器
の
容
量
等
単
位
が
明
確
に
な
る
も
の
を
記
載
、
そ
の
他
）
 

 



― 99 ―

□
燃
え
殻
　
　
　
　
　
　
　
　
□
汚
泥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
廃
油
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
廃
酸

□
廃
ア
ル
カ
リ
　
　
　
　
　
　
□
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
　
　
　
□
ゴ
ム
く
ず
　
　
　
　
　
　
　
□
金
属
く
ず

□
ガラ
スく
ず、
コン
クリ
ート
くず
及び
陶磁
器く
ず　
□
鉱
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
□
が
れ
き
類
　
　
　
　
　
　
　
□
ば
い
じ
ん

□
紙
く
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
□
木
く
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
□
繊
維
く
ず
　
　
　
　
　
　
　
□
動
植
物
性
残
さ

□
動
物
系
固
形
不
要
物
　
　
　
□
動
物
の
ふ
ん
尿
　
　
　
　
　
□
動
物
の
死
体
　
　
　
　
　
　
□
13
号
廃
棄
物

□
感
染
性
廃
棄
物
　
　
　
　
　
□
廃
PC
B等
　
　
　
　
　
　
　

　□
PC
B汚
染
物
　
　
　
　
　
　
　□
PC
B処
理
物

□
廃
水
銀
等
　
　
　
　
　
　
　
□
廃
石
綿
等
　
　
　
　
　
　
　
□
有
害
物
質

□
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
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＜
 表

　
面

 ＞
管

理
番

号

※
１

 本
デ

ー
タ

シ
ー

ト
は

廃
棄

物
の

成
分

等
を

明
示

す
る

も
の

で
あ

り
、

排
出

事
業

者
の

責
任

に
お

い
て

作
成

し
て

下
さ

い
。

※
２

記
入

に
つ

い
て

は
、

「
廃

棄
物

デ
ー

タ
シ

ー
ト

の
記

載
方

法
」
を

参
照

く
だ

さ
い

。
※

３
一

品
目

に
対

し
て

、
一

枚
作

成
く
だ

さ
い

。
1

作
成

年
月

日
記

入
者

排
出

事
業

者
の

名
称

等
〒

Ｔ
Ｅ

Ｌ
Ｆ

Ａ
Ｘ

廃
棄

物
の

名
称

廃
棄

物
の

発
生

工
程

工
程

図
等

添
付

廃
棄

物
の

種
類

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ
産

業
廃

棄
物

そ
の

他
（

）

※
 廃

棄
物

が
以

下
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
石

綿
含

有
産

業
廃

棄
物

水
銀

使
用

製
品

産
業

廃
棄

物
水

銀
含

有
ば

い
じ

ん
等

引
火

性
廃

油
強

ア
ル

カ
リ

（
有

害
）

指
定

下
水

汚
泥

廃
酸

（
有

害
）

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
引

火
性

廃
油

（
有

害
）

感
染

性
廃

棄
物

鉱
さ

い
（
有

害
）

廃
ア

ル
カ

リ
（
有

害
）

強
酸

P
C

B
等

燃
え

が
ら

（
有

害
）

ば
い

じ
ん

（
有

害
）

強
酸

（
有

害
）

廃
水

銀
等

廃
油

（
有

害
）

1
3
号

廃
棄

物
(有

害
)

強
ア

ル
カ

リ
廃

石
綿

等
汚

泥
（
有

害
）

特
定

有
害

廃
棄

物
(

)
ｱ

ﾙ
ｷ

ﾙ
水

銀
(

)
ﾄﾘ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

(
)

1
,3

-
ｼ
ﾞｸ

ﾛ
ﾛ
ﾌ
ﾟﾛ

ﾍ
ﾟﾝ

○
：
含

有
(

)
水

銀
又

は
そ

の
化

合
物

(
)

ﾃ
ﾄﾗ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

(
)

チ
ウ

ラ
ム

×
：
非

含
有

(
)

カ
ド

ミ
ウ

ム
又

は
そ

の
化

合
物

(
)

ｼ
ﾞｸ

ﾛ
ﾛ
ﾒ
ﾀ
ﾝ

(
)

シ
マ

ジ
ン

△
：
含

有
の

可
能

性
あ

り
(

)
鉛

又
は

そ
の

化
合

物
(

)
四

塩
化

炭
素

(
)

ﾁ
ｵ

ﾍ
ﾞﾝ

ｶ
ﾙ

ﾌ
ﾞ

(
)

有
機

燐
化

合
物

(
)

1
,2

-
ｼ
ﾞｸ

ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

(
)

ベ
ン

ゼ
ン

(
)

六
価

ｸ
ﾛ
ﾑ

化
合

物
(

)
1
,1

-
ｼ
ﾞｸ

ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

(
)

セ
レ

ン
(

)
砒

素
又

は
そ

の
化

合
物

(
)

ｼ
ｽ

-
1
,2

-
ｼ
ﾞｸ

ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

(
)

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
(

)
ｼ
ｱ

ﾝ
化

合
物

(
)

1
,1

,1
-
ﾄﾘ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

(
)

1
,4

-
ジ

オ
キ

サ
ン

(
)

Ｐ
Ｃ

Ｂ
(

)
1
,1

,2
-
ﾄﾘ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

廃
棄

物
の

物
質

名
又

は
品

名
量

・
濃

度
C

A
S
登

録
番

号
組

成
・
成

分
情

報

情
報

伝
達

が
義

務
付

け

ら
れ

て
い

る

危
険

・
有

害
物

質

そ
の

他
主

要
成

分

そ
の

他
含

有
物

質
(

)
硫

黄
(

)
塩

素
(

)
臭

素
○

：
含

有
(

)
ヨ

ウ
素

(
)

フ
ッ

素
(

)
炭

酸
×

：
非

含
有

(
)

硝
酸

(
)

亜
鉛

(
)

ニ
ッ

ケ
ル

△
：
含

有
の

可
能

性
あ

り
(

)
銅

(
)

ア
ル

ミ
(

)
ア

ン
モ

ニ
ア

(
)

ホ
ウ

素
(

)
ア

ン
チ

モ
ン

(
)

そ
の

他

廃
棄

物
デ

ー
タ

シ
ー

ト
（
Ｗ

Ｄ
Ｓ

）

2

名
称

所
属

所
在

地
担

当
者

3 4 5 86 7

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

水
道

水
源

に
お

け
る

生
成

物
質

：
ホ

ル
ム

ア
ル

デ
ヒ

ド
（
塩

素
処

理
に

よ
り

生
成

）

消
毒

副
生

成
物

ヘ
キ

サ
メ

チ
レ

ン
テ

ト
ラ

ミ
ン

（
H

M
T
）
　

1
,1

-
ジ

メ
チ

ル
ヒ

ド
ラ

ジ
ン

（
D

M
H

）

前
駆

物
質

N
,N

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
（
D

M
A

N
）

ト
リ

メ
チ

ル
ア

ミ
ン

（
T
M

A
）
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